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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  市民平和クラブ、18番小久保広信議員。 

  〔１８番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○１８番（小久保広信議員） おはようございます。 

  代表質問２日目の１番手を務めます、市民平和

クラブの小久保です。 

  毎回のことながら、我が会派は３人で分担をし

て原稿を書いております。若干の言い回しの違い

等々あろうかと思いますが、御容赦をいただきた

いと思います。 

  では、１番の市政運営方針について、お伺いい

たします。 

  市政運営の基本的な考え方で、人口減少問題を

少子高齢社会とともに受け入れていかなければ

ならないと述べ、今後は人口減少の抑制を図るこ

とが極めて重要であるとしています。しかしなが

ら、もう何年も前からこの人口減少の問題は喫緊

の課題であります。 

  詳しくは次の項目で質問いたしますが、一点お

伺いをいたします。 

  昨年６月に総務文教常任委員会が取りまとめま

した移住・定住促進についての政策提言書を米沢

市議会として当局に提出しております。 

  その内容は、情報発信の活性化、移住希望者向

けガイドブックの作成、移住者ネットワークの組

織化と活用、地域との交流の活発化、お試し暮ら

し体験の充実で、移住・定住促進施策として取り

組むべきものを提案しています。この内容が、ど

のように市政に反映されているのでしょうか、お

伺いいたします。 

  次に、（２）郷土をつくる人材が育つ、教育と

文化のまちづくりについて、子供の健全な育成な

どについて述べられておりますが、子供の貧困対

策には触れられていません。 

  山形県の子供の貧困率は、県の実態調査で16％

に上ります。これは、厚生労働省の2016年国民生

活基礎調査の全国平均の13.9％より2.1ポイント

も高くなっています。 

  このような現実があるにもかかわらず、平成31

年度当初予算重点事業等説明書にも対応策が見

受けられません。子供の貧困の連鎖を断ち切る施

策が必要です。 

  夏休みや冬休みなど長期休業中の学校給食を活

用した食事支援はもちろんのこと、日常的な食事

の提供や居場所づくり、学習支援などの支援を行

っていかなければなりません。 

  昨年の代表質問を行った際には、「新年度に山

形県に協力する形で子供の貧困に対する現状把

握、実態調査を実施する予定でございますので、

そういった中できっちり実態の把握を行って、そ

の対策についても検討してまいりたい」との答弁

をされていますが、県への調査協力とその結果を

受け、本市としてどのような対策を行っていこう

と考えているのかお伺いいたします。 

  次に、（３）子育てと健康長寿を支えるまちづ

くりですが、10月から実施される予定の幼児教

育・保育の無償化にあわせ、市独自の無償化とな

る対象を拡大すると述べていますが、具体的にど

う拡大するのかお伺いいたします。 

  無認可保育園なども無償化の対象となることか

ら、保育の質の確保が不安視されています。保育

の質を確保する対策はどのように考えておられ

るのでしょうか、お伺いいたします。 

  また、今問題になっているのは、無償化よりも
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保育士不足が上げられています。資格を持ちなが

ら働いていない保育士さんは全国で数十万にも

上ると言われています。無償化より待機児童の解

消が先であり、そのためには保育士の処遇改善を

求める声が多いと言われています。 

  保育士の平均年収は342万円と、全産業平均より

約150万円も下回っています。この低賃金が離職

の背景にあります。保育の質を保ちながら受け皿

をふやすには、保育士の処遇改善が最優先です。

まさに、保育士の掘り起こしが必要です。 

  そのため、福岡市は、市内の民間保育施設で働

く正規保育士の奨学金返済を補助する事業を始

めます。補助額は１人最大180万円です。この施

策は自治体間の保育士獲得競争に備えた施策だ

そうです。本市もこのような施策を行うべきであ

ると考えますが、当局のお考えをお伺いいたしま

す。 

  次に、高齢福祉で、「高齢者の自立支援を推進

するため、より一層の高齢者の介護予防・重度化

予防の取組や、在宅生活を支援する各種サービス

の提供を行います」と述べています。 

  介護予防普及啓発事業として、介護予防教室な

どが上げられていますが、より多くの方々を対象

とした事業は、どのようなものがあるのでしょう

か、お伺いいたします。 

  また、「介護給付を必要とする人を適切に認定

し、真に必要なサービスを事業者が過不足なく提

供できるよう、介護給付適正化を推進していきま

す」としていますが、適正化の名のもとに厳しく

され、介護給付が受けられないようなことはない

のでしょうか、お伺いいたします。 

  さらに、要支援者の方に対する事業について、

どのようなものがあるのかお伺いいたします。 

  大項目の２つ目、本市の人口減少対策について、

お伺いいたします。 

  市政運営方針の質問でも申し上げましたが、人

口減少問題は何年も前からの喫緊の課題となっ

ています。私が人口減少に歯どめをと質問したの

は、初当選の６月定例会です。しかし、一向に減

少はとどまることを知りません。 

  2016年３月に策定された米沢市人口ビジョンに

は、国勢調査に基づく本市の総人口についての記

載があります。それによると、本市の総人口は平

成７年、９万5,592人以降減少を続け、平成22年

には８万9,401人と、平成７年と比べ6,191人の減

少となっています。さらに、住民基本台帳上の人

口は、ことし１月末現在で８万927人となってお

り、８万人を割り込むのも時間の問題となってい

ます。 

  こうした状況を見ると、問題解決のためには、

人口減少対策本部を立ち上げ、全庁横断的な検討

が必要です。そういう時期に来ているのではない

でしょうか。 

  そこで伺います。まず、人口減少によって、本

市では実際にどのような影響が出ていると認識

しているのか、具体的にお示しください。また、

そのことに対して、どれほどの危機感を持ってい

るのか、あわせてお伺いいたします。その上で、

これまでどのような対策を講じてきたか、改めて

お伺いします。 

  次に、新年度における人口減少対策としてどの

ようなものがあるのかお伺いいたします。 

  さきに示された新年度予算案では、人口減少対

策としてのくくりがありませんので、なかなか把

握しづらい面があります。そこで、人口減少対策

事業として新たな事業、新年度も継続となる事業

はどのようなものがあるのかお示しください。そ

の際、これまで議会で提案されてきた事業につい

て、反映されているものがあるのか。あるとすれ

ばどのようなことなのか、あわせてお伺いいたし

ます。 

  また、昨年３月定例会の代表質問や６月定例会

の一般質問に対して、人口減少対策の一つとして

定住自立圏構想の果たす役割について答弁して

います。 

  定住自立圏構想によって人口増が図られるのか、
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人口減少が抑制されるのか、定住・定着が図られ

るのか。そのように考える理由も含めた当局の見

解を改めてお聞かせください。 

  ３点目のこれまでの対策の効果をどのように検

証しているかについて、お伺いいたします。 

  冒頭申し上げましたように、本市においてもこ

れまでさまざまな対策が講じられてきたものの、

人口減少はとまらないのが現状です。それはなぜ

か、素朴な疑問として浮かびます。 

  これから予定されている事業が実際に人口減少

対策として有効なのかということをしっかりと

考え、本当に有効な対策を講じなければならない

のではないでしょうか。そのためには、これまで

の対策の効果をしっかりと検証することが大事

であると思います。 

  例えば、八幡原中核工業団地、オフィス・アル

カディアへの企業進出は進んでいますが、必ずし

も人口増につながっているとは言えないのでは

ないでしょうか。 

  さきに触れた米沢市人口ビジョンに掲載された

15歳から19歳と20歳から24歳を比較した人口の

社会動態を示すグラフは、年々転出者が増加して

いることを示しています。そのことを考えると、

これまで重視されてきた雇用の場の確保が十分

であったのでしょうか。 

  しかし、これ以上、具体的にどのようにして雇

用の場をふやしていくのでしょうか。雇用の場の

確保だけでなく、居住の場の確保も重要であると

言えるのではないでしょうか。そうしたことを検

証の中で再度検討していく必要があるのではな

いでしょうか。 

  また、限られた財源の中で着実な効果を上げる

ことが重要ですが、そのためにどんな工夫をして

いるのかが問われます。市民が求めていることを

いかに的確に吸い上げるか、また他自治体の事例

をどう取り入れるか、そうしたことを改めて問い

直すことが必要だと考えます。 

  そこでお伺いいたします。これまでの対策の効

果をどのように検証しているのかお答えくださ

い。 

  次に、大項目の３、置賜定住自立圏共生ビジョ

ン（案）について、お伺いします。 

  ビジョンの取り組みの中に、現在も取り組んで

いるものや、当然当該自治体がやらなければなら

ないことも上げられていますが、わざわざ共生ビ

ジョンに上げる必要があるものなのでしょうか。 

  平日夜間診療所の診療体制の充実や養護老人ホ

ームの整備で、南陽やすらぎ荘の改築整備の補助

金、おいたま荘の改修、消防防災体制の強化など

は、当然関係自治体が行わなければならないこと

なのではないでしょうか。 

  共生ビジョンに上げた理由は何なのでしょうか、

お伺いいたします。 

  次に、有害鳥獣対策では、狩猟関係のことしか

取り上げられていませんが、ほかにも広域的に協

力して行わなければならないことがあるのでは

ないでしょうか。広域的な有害鳥獣の移動の把握

であるとかがあると思いますが、当局のお考えを

お聞かせください。 

  また、再生可能エネルギーの利用促進は、飯豊

町は具体的に示されていますが、他の市町はどの

ようにしていくのでしょうか。とりわけ本市はど

のようにしていくのかお伺いいたします。 

  昨年６月の新エネルギーに対する一般質問で、

「定住自立圏の中でも今後新たなエネルギーに

ついて検討してまいりますので、ある程度その方

向性がまとまれば、当然のことながら実施計画な

どにも登載をさせていただくようなところで、手

順を踏んでまいりたいと思っております」と答弁

されています。そうすると、方向性がまとまらな

かったということなのでしょうか。今後の取り組

みをどのように考えているのかお伺いいたしま

す。 

  次に、森林・里山保全対策の検討では、単に検

討を行うだけになっておりますが、森林環境譲与

税が来年度から活用できますけれども、これを
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使った取り組みができないのかお伺いいたしま

す。 

  最後に、交通ネットワークなどの維持・整備に

ついてですが、現在ある公共交通機関について多

く述べられていますが、公共交通網の整備につい

ては、協議・検討でしかありません。どのような

方向で協議・検討していくのかお伺いいたします。 

  ただ、ビジョンに取り上げただけでなく、実効

性のある検討をお願いいたします。 

  次に、大項目の４、新病院の建設について、お

伺いします。 

  米沢市立病院建設基本計画（案）のパブリック

コメントも終了し、最終案の取りまとめの最中か

と思います。 

  平成31年度市政運営方針では、「米沢市立病院

については、現地建替の方針の下、引き続き三友

堂病院との医療連携の協議を重ねながら、新病院

の基本設計業務を進めていくとともに、地方独立

行政法人化に向けた準備作業を進め、地域の基幹

病院として必要とされる政策医療や高度専門医

療等の提供に取り組んでいきます」としています。 

  多くの職員は、新病院建設を歓迎し、大いに期

待をしています。しかし、一方では、公営企業法

全部適用の経営形態から、地方独立法人化するこ

とで公務員の身分を失うことを心配し、不安に思

っています。 

  12月定例会の太田議員の一般質問では、独法化

に対して「何よりも働いている職員の合意が必要

かと思っております」との答弁でした。市政運営

方針では、独法化に向けて準備作業を進めるとの

ことですが、職員合意はどのような形でどのよう

に進めるのでしょうか、お伺いいたします。 

  次に、事業費ですが、米沢市立病院建設基本計

画（案）では、エネルギーセンター、サプライセ

ンターを除いた総事業費161億円と試算していま

すが、概算事業費に係る財源として企業債を見込

んでいるとのことです。建設費等への国、県など

の補助は受けられないのでしょうか。財源内訳を

教えてください。 

  次に、三友堂病院との機能分化、医療連携につ

いて伺います。 

  米沢市立病院建設基本計画（案）の臨床検査・

病理部門の基本方針では、「三友堂病院の検体検

査を新市立病院で受託することを検討します」と

し、栄養部門では、「給食業務に関して、三友堂

病院への委託を検討します」としています。 

  病院事業の中で機能分化をどのように進めるの

でしょうか、具体的に教えてください。また、ど

のように決定していくのでしょうか、お伺いいた

します。 

  最後に、大項目の５、米沢市障がいのある人も

ない人も共に生きるまちづくり条例について、お

伺いいたします。 

  条例の骨子や条例案で述べていることについて、

お伺いいたします。 

  この条例の基本理念として、共生社会の実現を

目指すための基本的な考えを４項目掲げます。１

つ目として、市民は障がいのあるなしにかかわら

ず、基本的人権を有する個人として尊重されると

しています。２つ目として、障がいのある人が社

会の一員として社会参加の機会を得られるよう

にするとしています。３つ目として、障がいのあ

る人が生活する地域や、手話を含む言語やその他

の意思疎通の手段（点字、拡大文字、筆談、実物

の提示、身ぶりなど）を可能な限り選べるように

するとしています。４つ目として、社会的障壁を

取り除き共生社会を実現するために、市民が協力

して障がいや障がいのある人を理解する取り組

みを推進するとしています、としていますが、こ

の理念を広める、市民の方々に理解し、実践して

もらうための施策について、どのように行ってい

かれるのかお伺いいたします。 

  当初予算重点事業等説明書では、（仮称）米沢

市障がいのある人もない人も共に生きるまちづ

くり条例制定に係る周知啓発事業として、１、周

知啓発として、条例制定記念講演会の開催、条例
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制定周知用ののぼり旗の作成及び設置、条例及び

合理的配慮の周知用チラシの作成及び配布、差別

解消に関するパンフレットの購入及び配布、障が

い者スポーツ教室の開催、障がい者芸術作品展の

開催、２、就労支援として、就労系障がい福祉サ

ービス事業所紹介パンフレット作成及び配布、意

思疎通支援として、コミュニケーションツールの

購入及び設置に、合わせて140万5,000円の予算が

上げられています。 

  ここで上げられているのぼり旗やチラシ、パン

フレットでどれだけ基本理念にあるようなこと

が周知徹底されるのでしょうか。確かにチラシや

パンフレットは必要です。しかし、それだけでは

不十分です。 

  障がいを持つ方も健常者も一緒になって行える

行事やスポーツなどを通して相互理解を深めて

いかなければなりません。そのような事業が必要

だと思いますが、当局のお考えをお伺いいたしま

す。 

  また、就労支援策についても、パンフレットの

作成や配布だけでなく、行政みずからが障がい者

雇用を積極的に行っていく必要があります。以前

から提案していますが、就労ステーションを庁舎

内に設置するなどの具体的な施策をどのように

考えておられるのでしょうか、お伺いいたします。 

  共生社会の実現に向けた施策で、「（意思疎通

支援の充実）第12条 市は、意思疎通の困難な障

がい者に対し、サービス若しくは情報を提供し、

又はその意思の表示を受ける場合において、その

意思疎通が円滑に行われるよう、合理的な配慮を

するために必要な体制の整備その他意思疎通に

関する支援の充実を図るものとする。２ 市は、

事業者に対し、意思疎通を図ることが困難な障が

い者に対してサービス若しくは情報を提供し、又

はその意思の表示を受ける場合における合理的

な配慮の必要性に関する啓発及び配慮の方法に

関する情報の提供を行うものとする」としていま

す。 

  手話言語条例の制定を求めた平成29年12月議会

の一般質問の答弁で、「今後制定予定の障がい者

の差別解消に関する条例に、手話の普及や聴覚障

がいのある方とない方の共生社会の実現に関す

る事項を包含する方向で検討してまいりたいと

考えております」との答弁がありました。今回の

条例で、手話の普及や手話言語条例を求めている

聴覚障がいを持つ方々の思いは酌み取られたの

でしょうか。とられていないと言えるのではない

でしょうか。手話を言語として位置づける表現や

条項が必要だと思いますが、当局のお考えをお伺

いいたします。 

  以上、壇上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、２の本市の人口減少対

策についてお答えいたします。 

  まず、これまでの状況をどう捉え、どのような

対策をとってきたのかについてであります。現時

点での人口減少による市政への影響につきまし

ては、コミュニティーの維持が難しくなっている

地域があることや働き手の減少が挙げられるほ

か、年少人口の減少により小中学校における適正

規模の確保が難しくなっていることが挙げられ

ます。 

  今後、人口減少がさらに進めば、地域経済活動

の規模縮小につながり、結果としてまちとしての

活力が失われることにつながっていくおそれが

あり、非常に厳しい問題であると捉えております。

このため、本市としましては、人口減少のスピー

ドを少しでも抑制するために、これまでさまざま

な施策を講じてきたところであります。 

  具体的には、社会動態の面からの施策として、

雇用の場と就業機会の拡大を図るため、県と連携

して大学生等の定住促進を図る奨学金返還支援

制度の開始や地元高校生や大学生の地元就職と

ＵＩＪターンの就職促進等を図るため、米沢地域

人材確保・定着促進事業の継続や立地企業の推進、
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さらに移住促進のためのＰＲなどを行ってまい

りました。 

  また、自然動態の面からは、子供を産み育てる

ことができる環境をつくるための施策として、妊

娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を

実施する妊娠・出産包括支援事業の開始や、中学

３年生までの医療費無償化の実現、結婚活動支援

イベント等を実施する出逢いの機会づくり応援

事業の継続などが挙げられます。 

  しかしながら、昨年１年間の県内自治体の人口

の推移を見ますと、天童市が0.15％の増であった

ものの、他の34市町村のいずれも人口減となって

いる状況にあり、本市同様にさまざまな取り組み

を進めているものの、厳しい状況にあると認識を

しております。 

  次に、新年度の人口減少対策についてお答えい

たします。 

  まず、取り組む事業としては、ことし10月から

国が実施する予定の幼児教育・保育の無償化にあ

わせ、市独自の無償化となる対象を拡大してまい

ります。保険適用外の人工授精に要した治療費の

一部助成を行い、また結婚支援事業として婚活コ

ンシェルジュの新規配置をしてまいります。国が

進める東京圏からの移住者支援補助金制度の活

用などが挙げられます。 

  また、拡充する事業としましては、特定不妊治

療に対する補助、空き家利活用支援事業補助金、

出逢いの機会づくり事業などがあります。 

  さらに、継続して、市内学生の地元企業への就

職促進・定着に向けた取り組み、またＵＩＪター

ンの就労支援、そして空き家・空き地バンクの活

用、移住定住ポータルサイトによる情報提供など

を実施していくこととしております。 

  ただいま申し上げた取り組みの中には、議会や

市民の皆様からいただいた意見を反映させてお

りますが、引き続き人口減少のスピードを抑制さ

せるため、さまざまな取り組みを検討していかな

ければならないと考えております。 

  次に、定住自立圏構想と人口減少の関係につい

てでありますが、定住自立圏構想は、地方圏から

三大都市圏への人口流出を食いとめるとともに、

地方圏への人の流れを創出するものであり、中心

市と近隣市町が相互に役割分担し、連携・協力す

ることにより、圏域全体として必要な生活機能等

を確保することで、地方圏における定住の受け皿

を形成することを目的とするものであります。 

  したがいまして、２市５町と締結した協定に基

づき、圏域内の人口減少等に関する課題を解決す

るため、圏域外からの移住を促進するとともに、

圏域住民の定住に向けた取り組みを進めていく

ものであります。 

  次に、これまでの対策の効果をどのように検証

しているかについてお答えいたします。 

  これまで御説明したとおり、人口減少対策とし

てさまざまな施策に取り組んでまいりましたが、

現状として人口減少に歯どめがかかったとは言

えない状況にあります。 

  国においても、東京圏への人口一極集中を是正

し、地方への人の流れをつくるため、さまざまな

施策を講じておりますが、現実的には日本全体の

人口が減っている状況下においても、東京への人

口流入はとまらない状況にあり、これは本市のみ

ならず、多くの地方自治体が抱える全国的な課題

ともなっております。 

  これまでの対策の効果の検証でありますが、明

確な効果を見出すのは難しい状況にありますが、

来年度、まち・ひと・しごと創生総合戦略の最終

年度に当たりますので、行政経営市民会議におけ

る施策の検証を行うほか、まちづくり総合計画後

期基本計画の策定を進める上でも、住民へのアン

ケート等を実施することで、各種施策の評価がで

きないか検討を行っていきたいと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 
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○我妻秀彰企画調整部長 私からは、初めに１の

（１）昨年７月に市議会から、移住・定住促進に

ついての政策提言書で御提案いただきました施

策について、その後どのように市政に反映されて

いるかについて、お答えします。 

  ５項目のうち、１つ目の情報発信の活性化につ

いてでありますが、本市におきまして、移住・定

住を希望されている方々に対して、米沢の魅力を

知っていただき、移住・定住につなげていただけ

るよう、これまでも積極的に情報発信を行ってま

いりました。 

  このたびの御提言を受けまして、総合的な移

住・定住に関する市ホームページを全面的にリニ

ューアルして、新たに専用のポータルサイトを立

ち上げましたので、今後は内容を充実しながら、

移住希望者のさまざまなニーズに合わせた情報

発信をしてまいります。 

  ２つ目の移住希望者向けガイドブックの作成に

つきましては、現在、本市への移住者・定住者に

よる体験談、移住に関する情報を掲載した移住・

交流促進パンフレットを作成し、首都圏にあるふ

るさと回帰支援センター等の移住交流施設に設

置するなど、各種イベント等で配布しております。 

  御提案いただきました移住希望者が求める情報

が一冊でわかるようにするため、現在作成中のガ

イドブックでは、本市の各種施策に関する情報を

まとめたチラシを折り込むほか、地域で活躍して

いる学生の暮らしぶりを紹介するページをふや

すなど、ガイドブックの内容の充実を図ってまい

ります。 

  ３つ目の移住者ネットワークの組織化と活用と、

４つ目の地域との交流の活性化につきましては、

現在のところ、ネットワークの組織化までは至っ

ていないものの、市民との交流においては、若い

世代の方々が集える場や機会がふえてきており、

その中には結婚を機に米沢に移り住んだ方、大学

卒業後Ｕターンされた方、転勤や進学のために米

沢に来られた方など、さまざまな理由で移住され

た方が多く参加しているようであります。 

  中には、移住者みずからが企画した集まりなど

もあり、具体的には、市内にあるコミュニティー

スペースにお菓子や料理を持ち寄り、コーヒーを

飲みながらお話しする会を開催したり、畑でとれ

た新鮮な野菜で参加者同士で料理をつくって楽

しむホームパーティーを開催するなど、多世代多

業種の方々が自由に交流を楽しみながら情報を

交換し、地域コミュニティーを広げております。 

  このような情報交換の場をふやしていくこと、

そして人と人との交流の輪をつなげていくこと

はとても重要なことであり、こうした交流が活発

化することで信頼関係も深まり、御提案にありま

したように、移住・定住にもつながることが期待

されますので、他自治体の取り組みを参考にしな

がら、ネットワークの組織化について研究してま

いりたいと考えております。 

  ５つ目のお試し暮らし体験の充実につきまして

は、今年度も米沢に興味・関心を持った首都圏の

若者たちが農家に民泊しながら米沢暮らしを体

験し、地域の方々と楽しく交流していただいてお

ります。 

  移住希望者が移住先を決めるに当たっては、地

域住民とのつながりが重要なポイントとなりま

すが、この事業を通して、民泊先の家族との交流

や地域の方々と一緒に米沢の魅力を生かしたさ

まざまな活動を堪能していただくことで、米沢の

人や自然、暮らしを知っていただき、まずは米沢

とのつながりを持っていただくことが重要であ

ると考えております。 

  実際に、お試し暮らし体験事業に御参加いただ

きました若い世代の方々は、その後も新しい友人

を伴って定期的に本市にお越しいただいている

ようで、御提案のありましたとおり、こうした米

沢暮らしを体験する場を多くの地区に広げてい

くことで、より多くの市民の方々とのつながりも

深まっていくことが期待されますので、受け入れ

可能な地区と相談しながら、拡充が可能か検討し
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てまいりたいと考えております。 

  以上のように、御提案いただきました施策につ

きましては、すぐに取り組めるものは速やかに事

業に反映させていただいたところでありますが、

事業化まで調整などで時間を要するものや、さら

なる検討が必要な事業もございますので、引き続

き提言書を参考にさせていただきながら、米沢の

魅力を全国に発信するとともに、移住希望者と地

域住民との交流を深めながら、移住・定住につな

げていただけるようサポートしてまいりたいと

思います。 

  次に、３の（１）共生ビジョンに取り上げた取

り組みについてお答えします。 

  さきの一新会の代表質問でもお答えしたところ

でありますが、現在の人口減少・少子高齢化の状

況を考えますと、今後、近隣の市町と広域連携で

きる部分について協力しながら、魅力ある地域づ

くりを行っていくことは極めて重要なことであ

ると認識しております。 

  このような中、先般、御説明させていただきま

したが、置賜圏域の住民から成る共生ビジョン懇

談会の委員の方々からいただいた御意見を集約

するとともに、３市５町の首長から成る定住自立

圏推進協議会での協議を経て、このたび、置賜定

住自立圏共生ビジョン（案）を取りまとめたとこ

ろであります。 

  このビジョンには、まずはできるものから事業

として位置づけることとし、初年度は10分野14項

目の取り組みを行っていくこととしております。 

  そこで、御質問にありました圏域内の米沢市、

長井市、南陽市にある平日夜間診療所の運営や広

域事務組合が運営するやすらぎ荘、おいたま荘と

いった養護老人ホームの整備を位置づけた理由

についてでありますが、これらの施設は、置賜圏

域の住民が市町の枠を超えて利用する施設であ

り、今後とも圏域として確保していかなければな

らない機能と考えております。 

  このような圏域住民による広域的な利用がなさ

れる施設については、当然のことながら関係自治

体等が責任を持って維持、管理していくことはも

ちろんですが、圏域として必要な機能を確保し、

住民が定住していくための受け皿を整えていく

という定住自立圏構想の趣旨に合致するもので

あり、また国もこうした取り組みを後押しするた

め、共生ビジョンに位置づけることにより、地域

活性化事業債という有利な財政支援措置を講ず

ることとしております。 

  来年度以降、共生ビジョンに基づく取り組みを

着実に進めていき、置賜圏域の住民の生活を守っ

ていくため、引き続き本市が責任を持ってリーダ

ーシップをとってまいります。 

  次に、（３）の定住自立圏共生ビジョンの中の

再生可能エネルギーの利用促進についてお答え

します。 

  置賜地域として活用が期待される主なエネルギ

ーとして、風力、太陽光、木質バイオマス、中小

水力などさまざまなエネルギーがありますが、現

在、置賜地域低炭素社会形成推進協議会などと連

携しながら、置賜全体として再生可能エネルギー

についての研究を行っているところです。 

  置賜定住自立圏における再生可能エネルギーの

導入促進については、まずは３市５町で情報共有

を行うとともに、県と連携しながら導入促進に向

けた取り組みについて引き続き検討していきた

いと考えておりますが、飯豊町において畜産由来

の廃棄物系バイオマス及び森林資源由来の未利

用バイオマスを有効活用するための事業化プロ

ジェクトを進めておりますので、今回計画に掲載

させていただいたところであります。 

  今後の取り組みとしては、置賜地域としての再

生可能エネルギーの普及と圏域内エネルギー自

給の可能性を探るための勉強会や研究の場を設

けるなどしながら、置賜全体で協力して進められ

る分野を探ってまいりたいと考えております。 

  最後に、（５）置賜定住自立圏共生ビジョンの

中の交通ネットワークについてお答えします。 
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  本市に限らず、置賜３市５町全てにおきまして、

高齢化の進展に伴い、通院や買い物など日常生活

における移動手段としての公共交通の必要性や、

通学や通勤のための交通手段の確保が重要な課

題であります。こうした中で、圏域内で連携して

交通ネットワークを強化していくことは、圏域住

民の利便性の向上につながるものと認識してお

ります。 

  そのためにも、まずは各市町の公共交通に関す

る現状や課題を整理した上で、ネットワークの可

能性について検討する必要がありますので、ワー

キンググループにおいては各市町の公共交通の

現状と課題について情報共有を図っているとこ

ろであります。 

  あわせて、既存の圏域内の公共交通の相互利用

を促進するため、各公共交通間のダイヤ接続の不

便解消や乗り継ぎマップ作成の検討など、既存公

共交通の利便性を向上させ、相互利用を促進する

ための取り組みを検討しているところでありま

す。 

  各市町が相互に役割分担し、連携・協力しなが

ら、住民が暮らしやすい活力ある圏域にもつなげ

ていくためには、今後はコミュニティーバスやデ

マンドタクシーなどの広域的な運行の可能性も

視野に入れながら、効果的、効率的な地域間公共

交通ネットワークについて協議・検討を行ってま

いりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 初めに、子供の貧困対策

についてお答えいたします。 

  山形県が実施した子どもの生活実態調査の中間

結果によると、山形県の子供の貧困率は16％とな

り、平成28年国民生活基礎調査における全国平均

と比較して高い結果となりました。今年度中にま

とめられる当該調査の最終結果において、本市の

状況が明らかになると考えておりますので、その

最終結果を受け、今後具体的な対策を検討してい

きたいと考えております。 

  子供の貧困対策については、生活保護利用世帯

を含む生活困窮世帯を対象とした子供の学習支

援事業を実施しておりますが、このほかに、本市

ではひとり親世帯を対象とした子どもの生活・学

習支援事業を新年度予算に計上したところです。 

  現在本市では、県が実施主体となる母子家庭等

対策総合支援事業がモデル事業として実施され

ております。この事業は、本市を含む県内４カ所、

山形市、酒田市、鶴岡市、米沢市で平成28年度か

ら実施されておりますが、今年度がモデル事業の

最終年度となっております。 

  調査の中間報告において、子供が考える悩みや

不安のトップに、勉強に関すること、進学・進路

に関することが挙げられていることや、保護者が

必要と考える支援制度に、無料または低額の学習

支援の充実が挙げられていることなどから、事業

の継続が必要と判断し、本市が実施主体となり、

子どもの生活・学習支援事業を行いたいと考えて

おります。 

  この事業は、ひとり親家庭の子供が抱える精神

面や経済面での課題に対応し、貧困の連鎖を防止

する観点から、放課後児童クラブ等の終了後に、

基本的な生活習慣の習得支援や学習支援を行い、

ひとり親家庭の子供の生活の向上を図ることを

目的としています。 

  次に、幼児教育・保育無償化についてお答えい

たします。 

  幼児教育・保育の無償化にあわせた市独自の施

策ですが、このたびの国の幼児教育・保育の無償

化の対象とならない児童センターについて対象

を拡大したいと考えております。児童センターで

は集団保育を行っており、現在も第３子の保育料

の無償化を市独自に行っております。児童センタ

ーの保育料についても、ことしの10月からほかの

保育施設を利用している児童と同様に無償化を

実施したいと考え、平成31年度当初予算に計上し
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ております。 

  次に、認可外保育施設の質の確保についてです

が、今般の無償化を契機に認可外保育施設の質の

確保・向上を図ることが重要であると考え、国は

児童福祉法に基づく都道府県の指導監督の充実

を図ることとしています。 

  現在、本市にある認可外保育所の指導監督は、

県からの権限移譲により本市が年に１回実施し、

その実施監査内容について県に報告しておりま

す。監査後、施設に対しては、必要に応じ、文書

指導・口頭注意を行い、その後その改善報告を受

けた後、適切な施設に対し、認可外保育施設指導

監督を満たす旨の証明書を交付しております。こ

の監査では、必要保育従事者の配置、有資格者の

配置、施設環境の適性等の確認を行っており、今

年度も昨年の６月に実施し、市内認可外保育所13

園全園に証明書の交付を行いました。 

  このような取り組みを通じ、認可外保育施設に

ついても、保育の質が確保されるよう、市として

今後とも指導、監督を行ってまいります。 

  本市の保育士確保に向けた取り組みについてで

すが、今年度から国の補助メニューを活用し、保

育士の確保、定着及び離職防止に向けた対策とし

て、保育士等宿舎借り上げ支援事業費補助金を創

設いたしました。現在、１園がこの補助金を活用

し、保育士の採用を行いました。 

  この事業のほかにも、保育士資格取得への支援

などの国の補助制度があることから、実施主体と

も協議しながら、どのような支援策が有効である

かを十分に検討し、民間立保育所への保育士確保

に向けた対策を行っていきたいと考えておりま

す。 

  続きまして、高齢者福祉と介護給付についてお

答えいたします。 

  介護予防普及啓発事業は、介護予防に資する基

礎的知識の普及啓発として、今年度は４つの教室

を開催することとしております。介護予防に取り

組む動機づけを図る介護予防教室、認知機能の低

下防止・認知症の発生予防を図る認知症予防教室、

プールを活用し足腰を鍛え転倒予防を図る泳が

ない水中足腰運動教室に加えて、新年度より新た

に地域づくり型運動教室を開催いたします。 

  特に、地域づくり型運動教室は、運動を通して

参加者同士の仲間づくりを行い、教室終了後には

参加者みずからが通いの場や居場所づくりにつ

ながる、地域を支える高齢者・担い手を養成し、

住民主体の通いの場づくりを促進するための内

容となります。通いの場を地域にふやしていくこ

とにより、より多くの方が介護予防に取り組める

環境を整えてまいります。 

  介護予防の目的は、要介護状態の発生の予防、

状態の軽減、悪化の防止にあります。本市としま

しては、心身機能の改善だけを目指すのではなく、

日常生活の活動を高め、社会への参加を促し、高

齢者一人一人の生きがいの実現のための取り組

みを支援し、生活の質の向上を目指すとともに、

生涯にわたり心身ともに自立した生活を送るこ

とのできる地域を目指して実施してまいります。 

  続きまして、適正化の名のもとに厳しくされ、

介護保険サービスを受けられないようなことが

ないのかという御質問にお答えいたします。 

  介護給付適正化は、サービス利用の抑制を目的

としたものではございません。介護給付を必要と

する人を適正に認定するとともに、真に必要なサ

ービスが適切な量で供給される適正なケアプラ

ンであるかを介護支援専門員とともに確認し、介

護保険制度の基本理念である自立支援を進める

ものであります。そのため、サービス利用が不足

している場合には、さらに必要なサービスについ

て、介護支援専門員に提案することになります。 

  次に、要支援者に対する事業についてお答えい

たします。 

  平成29年４月から介護予防・日常生活支援総合

事業を開始し、介護予防訪問介護と介護予防通所

介護が、国が一律に基準と報酬を定める保険給付

とは異なり、多様な主体による多様なサービスの
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提供が可能となりました。しかし、当市の場合、

その事業におきましては、従前の予防給付と同等

のサービスを提供しておりまして、これまでと同

様に利用することができます。また、訪問介護と

通所介護以外のサービスについての変更はなく、

要支援の方は以前と変わらずにサービスを利用

することができます。 

  米沢市障がいのある人もない人も共に生きるま

ちづくり条例についてお答えいたします。 

  初めに、この条例の基本理念を広める策は何か

についてお答えいたします。 

  この条例案は、障がいを理由とする差別をなく

すことにより、障がいのある人もない人もともに

生きる社会の実現を目指しております。そのため

には、障がいのある人に対する理解を深めること

や、適切な配慮について学ぶことが必要と考えて

おります。 

  そこで、まず、市民の方々に条例について理解

していただくためのチラシを作成し、全戸配布し

たいと考えております。また、障がいのある人へ

の差別とはどういうことか、配慮の仕方はどうす

ればいいのか等について示したパンフレット等

を作成し、出前講座等の機会に配付し、説明して

いきたいと考えております。 

  さらに、条例が制定されたことが一目でわかる

ようにのぼり旗を作成し、さまざまな機会に掲げ

てまいりたいと考えているところです。 

  また、障がいのある人への理解を深めるために

は、障がいのある人との交流によって障がいを知

ることが何より重要です。そのための事業として、

障がい者スポーツ教室と障がい者芸術作品展の

開催を考えております。 

  障がいのある人とない人が一緒に活動する場と

しての障がい者スポーツ教室は、従来より実施し

ておりますが、次年度は回数をふやすとともに、

学齢期から参加してもらえるような勧奨方法や

より充実した内容を検討してまいります。 

  また、この条例の基本理念を深め、市民の理解

と実践を得るための新規事業として、障がい者芸

術作品展を開催し、障がいのある人が制作した絵

画、手芸、工芸等を展示し、多くの方々に鑑賞し

ていただくことで、障がいのある人のさまざまな

才能や特技に触れる機会をつくってまいりたい

と考えております。 

  次に、就労支援の取り組みについてお答えいた

します。 

  障がいのある人の一般就労に係る就労支援につ

きましては、公共職業安定所がその役割を担って

おりますが、障害者就業・生活支援センターや障

がい者相談支援事業所、市の窓口にも就業に関す

るさまざまな相談がありますので、こういった関

係機関が連携し、障がい特性に応じた就業の場や

訓練の場を確保できるように支援してまいりま

す。 

  また、平成21年度より設置しております米沢市

地域自立支援協議会において、地域の課題別に具

体的議論を深める専門支援部会の一つとして、就

労支援部会を設置しており、障がいのある人の就

労支援について、継続して協議・検討してまいり

ます。 

  さらに、会社等の事業所に対し、障がいのある

人の雇用の機会を広げ、就労の定着を図ることが

役割であるということを理解し実践してもらえ

るように働きかけてまいります。 

  続きまして、意思疎通支援の充実についてお答

えいたします。 

  手話を言語として位置づけるなどの表現や条項

が必要ではないかとの御質問ですが、条例案では、

聴覚に障がいのある人だけでなく、知的障がいの

ある人や発達障がいのある人を含め、さまざまな

障がいにより意思疎通の困難な人に対し、適切な

配慮を行うための体制整備や支援の充実を図る

こととしております。 

  具体的には、市の窓口業務を行う職員を対象に

手話教室を開催し、市職員が簡単な挨拶程度の手

話ができるように支援することやコミュニケー



- 84 - 

ションツールを窓口に配置し、意思疎通が円滑に

図れる体制の整備等を考えております。 

  また、会社等の事業所に対し、意思疎通を図る

ことが困難な人への合理的配慮について理解し

てもらえるように支援するとともに、その方法等

について情報提供してまいりたいと考えており

ます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、３の置賜定住自立

圏共生ビジョン（案）についてのうち、（２）の

有害鳥獣対策についてと、（４）の森林・里山対

策についてお答えいたします。 

  初めに、有害鳥獣対策についてでありますが、

共生ビジョンを検討する中で、鳥獣対策での置賜

地域共通の大きな課題として、これまでさまざま

な対策は行ってはいるものの被害がなかなか減

らない現状において、捕獲等の担い手である猟友

会員の高齢化及び人員不足が挙げられました。 

  そのため、この問題を解決するには、新規狩猟

免許取得の補助などを行い、新たな担い手の確保

や捕獲技術の向上が必要であることから、共通し

て取り組むべき最重要事業として、狩猟に係る事

業内容を取り上げたところです。 

  しかしながら、御指摘のとおり、鳥獣対策では

広域的な連携が重要であり、例えば各自治体が鳥

獣対策をさまざま行った結果、猿、イノシシ、熊

などが県や市町村の境をまたいで往来すること

もあることから、自治体間の情報共有や連携は今

まで以上に必要となってくるものと考えており

ます。 

  これまで、本市では隣接する川西町と熊やイノ

シシの捕獲を連携して実施した経緯があり、対策

には有効であると考えておりますので、このよう

な広域的な連携が他の市町でもできないかなど、

今後関係市町とより具体的に検討を進め、共生ビ

ジョンの事業内容の拡充を図っていきたいと考

えております。 

  次に、森林・里山対策についてお答えいたしま

す。 

  議員お述べのとおり、これまでの森林施策では

対応できなかった森林整備等の財源として、平成

31年度から森林環境譲与税が交付される予定に

なっております。 

  本市としては、森林経営管理法に基づき実施す

る森林整備事業や森林境界明確化事業に取り組

む考えでありますが、その担い手となる意欲と能

力のある林業経営体は置賜地域内では数が少な

いのが現状です。 

  このことから、森林環境譲与税を活用した事業

を進める上でも、置賜地域における連携が必要で

あり、各市町でも共通した重要な課題であると考

えておりますので、次年度以降、具体的に検討を

進めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、４の新病院

の建設についての質問に関してお答えいたしま

す。 

  まず、市政運営方針には独法化の準備作業を進

めるとあるが、職員との合意を得ながら進めると

の答弁と矛盾しないかとの問いにお答えいたし

ます。 

  平成31年度の市政運営方針において、「地方独

立行政法人化に向けた準備作業を進め」としてお

りますが、その準備作業には、職員との合意形成

も当然ながら含まれているものと考えておりま

す。今後、新病院開院までの間において、地方独

立行政法人化に向けた作業を進めるに当たり、特

に職員に対しては、組合交渉などを含めた丁寧な

説明や周知を行いながら、御理解と御協力を得ら

れるよう努めてまいります。 

  次に、基本計画の事業費に関連した質問にお答

えいたします。新病院建設に係る事業費の財源に
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ついては、災害拠点病院等の耐震化に関する情報

を得ております。さらに、立地適正化計画に係る

補助事業に関しましては、具体的にどういった事

業に該当するのかなど、関係機関との調整を進め

ているところであり、引き続きなるべく有利な財

源を確保できるよう、関係機関との協議を進めて

まいります。 

  なお、公立病院改革ガイドラインの再編・ネッ

トワーク化に関連する事業につきましては、元利

償還金に対して手厚い交付税措置となっており

ます。現段階では、事業期限などの諸条件により

対象外となってはいるものの、今後期限延長など

の条件緩和を期待しているところであります。 

  また、サプライセンターにつきましては、土地

の貸借により民間事業者の資金を活用して施設

を建設していただき、病院本体の事業費を抑えて

いくことも想定しております。 

  最後に、三友堂病院との機能分化はどのように

進めていくのかとの質問にお答えいたします。 

  市立病院と三友堂病院の機能分化・医療連携の

協議を進めるに当たりましては、共用できる施設

や医療機器については可能な限り行っていき、経

費節減や効率化を図っていこうと考えておりま

す。代表的なものとしては、サプライセンターや

エネルギーセンターがありますが、そのほかにも、

市立病院の検査・画像診断機器を三友堂病院の患

者が利用することや、三友堂病院の給食部門に市

立病院が外注化することなどを想定しておりま

す。具体的な運用については、両病院共同の会議

体を組織して協議を幾度も重ねながら、両病院が

良好な関係を継続しながら運営していけるよう

進めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、事業所としての本

市の障がい者の就労支援の取り組みについてお

答えいたします。 

  事業所としての本市の障がい者の就労支援の取

り組みとしましては、新年度も引き続き障がい者

雇用法定雇用率を満たすべく、障がい者を嘱託職

員として任用してまいります。 

  また、新たな取り組みとして、新年度からハロ

ーワークで実施しておりますチャレンジ雇用制

度を活用し、知的障がい者、または精神障がい者

を個々の能力等に合わせた業務に臨時職員とし

て任用する予定です。そして、将来的に一般企業

への就労につなげられるよう支援を行っていき

たいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 多くの皆様に答弁を

いただきましたけれども、いろいろ飛んで、飛び

飛びで、どこから再質問していいかちょっとあれ

なんですけれども、順番に最初のほうからしてい

きたいと思うんですが、子供の貧困対策ですけれ

ども、学習支援を行っていくんだということなん

ですが、そこら辺、どれくらいの規模なのか、以

前からやっていたわけですけれども、１人、２人、

そんな感じだったので、そういった意味では現在

６人に１人が山形県全体ですがなっているわけ

で、そこから見るとやっぱり米沢市もそれに似た

ような、最終的な数値が出ていないからこれから

検討しますというような答弁もありましたけれ

ども、それでは遅いのではないかなと思いますし、

具体的にもっと積極的な施策が必要だと思いま

す。県では、子供食堂の開設団体への運営補助で

あるとか、居場所づくりサポートセンターの開設、

就学支援金の上乗せなどということで予算が出

ているようです。そういった意味でも、本市の中

で、この学習支援だけなのかなというと、ちょっ

と非常に不満がありますし、もう一歩進んだ施策

が必要だと思うんですが、その点はいかがですか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 モデル事業を継続して受

ける部分については、昨年度の実績で、29年度の



- 86 - 

数字で申し上げますと、延べ41回実施しておりま

して、634人の子供さんが延べでございますけれ

ども利用してございます。 

  それから、結果を受けてどのようにその事業を

練っていくのかというふうなことについては、30

年度、今年度ですが、県と県内の全市町村、それ

からそれに携わる団体で、子供の居場所づくりネ

ットワークといったものを立ち上げてございま

す。そちらのほうでは、さまざまな情報交換をし

ながら、お互いの中で共有できるわけなんですが、

そういったところの情報を得ながら、今後につい

ては米沢市に合ったものを検討してまいりたい

と考えてございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 検討という、一緒に

なってというお話なわけですけれども、やはりこ

こは米沢市として独自の施策というものも必要

だと思うんです。ほかでもやっているけれども、

もう既にいろんなところでやられている事業っ

てあるわけですから、そういったものも参考にし

ながら、県のメニューにないそういった事業もす

べきだと思うんですが、その点はいかがですか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 ただいま申し上げたのは、

県だけのやはり構成ではなく、携わる団体のほう

のメンバーになってございますので、さまざまな

実施されている内容についてはそれぞれさまざ

まだと思います。その中から米沢市に合ったもの

をということですので、十分にそれに応えられる

ような内容になると考えてございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 運営主体が市ではな

い、そういったＮＰＯだったりそういった団体だ

というふうに思うんですけれども、そういったと

ころにもきちんと市としても助成をしていく、そ

ういった体制が必要だと思います。その点につい

ては申し上げておきたいと思います。 

  次に、保育士の待遇改善の部分ですが、先ほど

出されたのは、県や国のメニューであったりとい

うことなんですけれども、将来的には本当に保育

士の争奪戦といいますか、獲得競争といいますか、

そういったことが起こるとも言われています。そ

ういった意味で、米沢市としてきちっと事業をし

ていく、福岡のことを申し上げましたが、奨学金

の返済を補助するとか、そういったことも含めて

検討すべきだと思うんですが、その点はいかがで

すか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 保育士の確保対策につい

ては、国の補助もさまざま補助金のメニューとし

て上げているものがございます。ですが、それぞ

れのやはり保育園のほうで確保に必要な現状と

いうか、そういったものがあるというふうに考え

てございます。そういった点を酌みながら対応し

たいということを先ほどの質問でお答えいたし

ました。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 獲得競争になれば、

何もないところには来なくなるわけで、いざ保育

士さん不足していますよという事態になった場

合に、ではこれをしますと言った時点で遅いので

はないかなと思いますし、ある意味就業人口が減

っていくと言われている中で、きちんとした確保

策をしていかないと、保育園はあるが人がいない

ので子供を預かれませんという事態が将来的に

起きてくると言われていますから、そういった意

味でもきちんとした対策をすべきだと申し上げ

ておきたいと思います。 

  続いてですが、介護予防の関係ですが、４つの

教室を行っていくということなんですが、最後の

４つ目の教室で、そこから発展的に各地域で受講

者の皆さんが独自に集まっていって広めていき

たいみたいな、そんな話だったというふうに思う

んですけれども、それ非常に時間がかかる部分が

あると思いますし、この４つの教室、大体対象者

はどれくらいの人数を考えておられるのかなと
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いうふうに思うんですけれども、65歳以上の高齢

者って相当数いらっしゃるわけです、米沢市の場

合。そうした場合、介護保険を利用している人を

除いたとしても、結構な数がいらっしゃる。そう

いった中で、それだけで十分なのかなというふう

に非常に不安に思うんですけれども、その点、も

っと多くの人を集めて行う施策というものはお

考えですか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 最後に、新年度からとい

うか、地域づくり型の運動教室を開催していくと

いうふうに申し上げましたが、そちらについては、

この教室を通じて、核となる方々を養成し、そし

てそういった集いの場をこれからつくっていく

といった内容でございますので、最初の人数は少

ないながらも始めながら、そういった展開をして

いきたいと考えているものでございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） それはわかったんで

すが、そこから広めていく、やっぱり時間がかか

るというふうに思うんです。教室を受けました、

はい、次の日からでは集まってくださいというふ

うにはいかないので、そういった意味で現実的に

多くの高齢者がいらっしゃる中で、介護予防の考

え、ここのところをきちっと広めていくことが重

要だと思うんです。そうした場合に、この教室、

非常にいいと思います。だけれども、もっと広い、

投網をかけたという言い方はおかしいですけれ

ども、広い部分でのそういった事業も必要なので

はないかなと思うんですけれども、その点はいか

がですかとお聞きしているんですが。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 なかなか一回に多くの

方々にこういったものを広めていくというのは

難しいものなのかなと考えておりまして、今まで

継続して続けてきた教室もあるわけですので、今

後についても、地道と言っては何ですが、確実な

ものとしてやっていきたいと考えてございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） ここ何回も言っても

それ以上の答弁はないと思いますので、時間もあ

れなので次に移りますが、人口減少対策について

ですが、人口減少問題について、少子高齢社会と

ともに受け入れなければならないという表現に

なっておりまして、遅いよというふうに思うわけ

ですけれども、いろんな今までも施策をしてきた

わけですけれども、なかなか減少がとまっていか

ないこの現実があるわけで、やっぱり今の状況を

きちっと受けとめて、今後米沢市としてあるべき

姿というものをきちっと出していく必要がある

と思うんですけれども、その点はいかがですかね。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 総合計画の中でも明記し

ているところでありますが、人口が減少していく

というものは間違いないところであります。その

中で、これからどのような市政運営をしていくか

というものについては、さらに一歩踏み込んで、

総合計画の基本計画の中でも今後は具体的な取

り組みも明記できるような検討をしていきたい

と、そのような時期に来ているだろうと思ってお

ります。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 時期というのが、ち

ょっと私からすれば逸してきているのかなと思

いますが、していかなければならないことは現実

ですので、そこはきちっとやっていただきたいと

思いますし、あと、具体的な施策の部分で、結婚

の最大の障壁は何かというと、結婚資金が挙げら

れていたり、あと米沢市の人口ビジョンのアンケ

ートの中でも、結婚支援のために市に期待する取

り組みとして、第２番目に結婚祝い金や結婚にか

かる費用補助など、結婚に対する経済支援であっ

たり、３番目に新婚家庭への備えへの支援などと

いうのが挙げられているんですが、そういった意

味で、今ある中でこういった結婚に対する支援と

いうか、費用支援といいますか、そういったのは
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ないわけですけれども、その部分についてどのよ

うにお考えですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 県内ではそう多くはない

と思うんですが、県外ですとそういう財政的な支

援をしているという自治体も見受けられますが、

現実的にはなかなか平等性というところでは非

常に厳しい、難しい課題が多いと思っております。

例えば住宅一つにとっても、いろいろなアパート

等を借りる方、自分の親の実家のほうに入られる

方とかさまざまライフスタイルは今結婚のスタ

イルも違っておりますし、さらに財政的に単発的

なものではありませんし、結婚の支援となればあ

る程度継続してやらなければならないという事

業だと思いますので、その辺も含めて全体的なと

ころで今後考えなくてはならないと思っており

ます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 一つの案ですけれど

も、空き家対策として、購入を前提とした補助な

んですけれども、これを賃貸にしていくというこ

とで、その家賃補助を行っていったほうがより効

果的ではないかと思います。ニーズにも応えるも

のだと思うんです。新年度予算の空き家購入補助

最大90万円、これは月額２万円の家賃補助にすれ

ば４世帯、１年分程度が補助できると。そういっ

たことができるわけで、そういった意味でもそう

いったことも考えていく必要があると思うんで

すが、その点はいかがですか。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 空き家利活用の補助金につき

ましては、ただいまお話があったとおり、移住・

定住の促進を図ることを目的にしておりまして、

購入する方に対しての制度となっております。そ

して、次年度からは、より移住・定住の促進を図

るために、若者、子育て世代に対してより手厚い

支援になるよう拡充する方向にしているところ

であります。 

  そして、賃貸に関する補助でございますけれど

も、住宅セーフティネット法の活用によりまして、

新婚世帯、子育て世代に対しても家賃補助などの

制度が設けられておりますので、本市においても

制度実施について検討を行っているところであ

ります。 

  ただいま御提案がありました賃貸に対する補助

の導入に関しましては、まずもって新婚の方に適

する空き家の存在の実態把握とか、それを望む需

要の把握などを行いまして、他自治体の事例を参

考にしながら研究してまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） それでは、検討して

いただいて、やはり若者が定住できる、現実問題

として結婚してアパートを借りようと思ったら、

米沢は高くてと別の町に住んでいる方もいらっ

しゃると聞いています。そういった意味でも、ぜ

ひそういった助成が必要だと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  あと、また同じように人口ビジョンの中で、米

沢で働きたい企業がないからというのが、希望す

る職種、業種がない、そして企業がないというよ

うな部分が１番目にアンケートで上がってくる

んですけれども、今まで企業誘致をしてきました。

そういった意味で、今までの誘致した企業という

のは、その学生の就職ニーズに合っているのか、

そこら辺の把握というのはどうされております

か。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 学生の就職ニーズという部分

につきましても、意識はしているものの、やはり

進出する企業の業種ということでは誘導産業を

政策的に誘致を図っておりまして、そういった部

分では少しその部分についての情報は欠けてい

るのかなと思っております。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 山大の工学部生、大

学院生なんかの話を聞きますと、やっぱり研究職
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につきたいけれども、そういった職場が米沢には

ないんですよねと学生に言われます。そういった

意味では、研究職、研究所とかそういったところ

を積極的に誘致するということも必要だと思い

ますし、単に市内学生が市内に就職していただく

ために企業訪問したり、見学したりしてもらうだ

けでは、なかなかそこは行かない部分だと思いま

すし、米沢市内の企業、いっぱいいいところある

わけですけれども、それを知ってもらうのは非常

に重要なことですし、それで就職されている学生

もいますから、そこは否定しませんけれども、そ

れよりももっと市内学生の１割ぐらいしか米沢

を希望していないというそういった状況がある

わけですから、そういった意味でその学生たちが

求めているものって何なのかをやっぱりニーズ

把握をしないと、やっぱりそこは単に言っている

だけでは、見てもらっただけでは残ってもらえな

いのではないかなと思いますが、再度、そういう

ニーズ把握というのはどのようにお考えですか。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 現在、山形大学との連携も図

りながら、ＹＢＳＣとの連携を図りながら、そう

いう学生のニーズについては探っているところ

ではございます。そういった中で、研究開発型の

企業が必要だということは我々も重々承知して

おります。ただ、なかなかそういう企業の立地が

進んでいないというような現状でございますが、

これからも引き続きそういった研究開発型の企

業の誘致に努めてまいりたいと思っております。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 工学部だけではなく

て、栄養大学からも卒業生が出てくるわけで、そ

ういった資格を持った人たちが働ける部分とい

うのも必要だと思います。そこも含めて、学生さ

ん方のニーズ、どういったところに行きたいんだ

という希望を把握することが重要だと思います。

そこはずっとやっていかなければならないこと

だと思いますので、そこはお願いいたします。 

  あと、共生ビジョンについてです。この共生ビ

ジョンの目的、先ほど答弁でもございましたけれ

ども、人口流出を防いで定住を進める取り組みな

んですよね。この共生ビジョンがそういった取り

組みになっているのかなと非常に疑問に思うん

ですが、その点は率直にいかがですか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 直接的にそういう人口と

いうものにはつながらないというような面も見

えてくるかと思うんですが、実際に今後さまざま

各市町の人口が減っていく中で機能が維持でき

なくなると。それではそのような市町に果たして

人が来ていただけるか、住み続けていただけるか

というところが大きな課題であると。それをこの

連携によってそういう受け皿をきちんと整備し

ていこうというのがこの趣旨でございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 趣旨はわかるんです

が、実際この共生ビジョンを見たときに、非常に

私自身物足りなさを感じました。もっとできるこ

とがあるのではないか、３市５町が合わさって、

そしてプラス置賜広域行政事務組合も合わさっ

てやることで、もっと定住、自立に向けたそうい

った取り組みができるのではないかなと思った

んです。何となく印象として、今３市５町でやっ

ている事業を集めてきてビジョンにしましたみ

たいな感じに見受けられるので、そういった部分、

３市５町プラス置広も含めたそういった取り組

み、事業という部分についてどのようにお考えで

すか。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 確かに新規事業について

はなかなか少ないというようなところで、検討期

間も１年ちょっとぐらいでしたので、まずはでき

るものから、先ほどの答弁でも申し上げましたが、

例えば農畜産関係については、この間、ワーキン

グの話し合い、７回程度やっております。そうい

う機会が今までなかったと、３市５町の担当課長
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が集まってというようなところで、各部会でさま

ざまな分野でもそのワーキングを始めましたの

で、今後一つ一つ検討してこの事業をやれるもの

からやって、また見込みが立ったものについては

加えていこうというような考えでございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） １年ちょっとの中で

非常にまとめる時間がないというふうに理解は

しますけれども、やはりそういった３市５町、そ

してプラス置広での新規事業というか、そういっ

たものを、あと共通して連携して行うことで効率

的にできる事業というのもあると思いますし、も

っと積極的な活用をお願いしたいとは思います。 

  あと、病院の関係ですが、いま一つ機能分化の

部分で、どうしていくのかが見えなかったわけで

すけれども、具体的に、三友堂さんと市立病院で

役割分担をしていく部分、協議、今しているんで

しょうけれども、具体的に本当にどうなっていく

のかが見えないんです。先ほど答弁があったよう

に、給食部門、三友堂さんに、検査部門、市立病

院でというような、そこはわかっているんですが、

そのほかのものってないんですか。そこら辺、ど

うなっているんでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 機能分化といいます

のは、患者さんの症状によって高度急性期、急性

期、回復期、慢性期とございます。まず第一は、

高度急性期、急性期は当市立病院のほうで担当す

ると、回復期については三友堂さんのほうで担当

するという形になります。 

  では、その切り分けというのは具体的にどう進

めるのかといいますと、まずはかかりつけ医の先

生に診ていただいて、そのかかりつけ医の先生の

判断というのがまず一つの判断になるかと思い

ます。あと、救急車で搬送されるような方は間違

いなく当市立病院の対応ということになります。

当市立病院でまず対応させていただいた方が、回

復期になれば、ドクターの判断で三友堂さんなり、

あとほかの医療機関、またはかかりつけ医の先生

のほうに搬送するという形になります。 

  あともう一つ、高度な医療機器については、基

本的には当市立病院のほうで対応する予定でご

ざいます。三友堂のほうの患者さんも当然その機

器を使う場合がございますが、その場合は当病院

のほうの医療機器を使っていただくということ

で機能分化、連携を進めていく予定でございます。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 以前からおっしゃら

れていることだと思うんですが、具体的に先ほど

言ったような部分だけでなくて、そういう医療機

器を使う、そういった部分もしていくんだという

ことなんですね。その中で検討していくんだとい

うことだと思いますが、あともう一点、独法化の

部分ですが、非常に職員の皆さん不安になってい

る部分がありますし、独法化になるという話が出

ただけで看護師さんの応募が減ったという話も

聞いていますし、やはりこのことで一番心配なの

は職員の方の賃金が引き下げられたり、そういう

ようなことが起これば、またぞろ医療職の方が集

まらない、そういった事態になると思うんですが、

そういったことはないのでしょうか。 

○島軒純一議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 まず、いろんな説明

会の話、学生さんに伺っていますと、特に独法化、

あと市立というのには余り関心はないというの

が全体的な印象と伺っています。むしろ、どうい

った治療をどういった体制でやるのか、あと今後

の自分たちの技術向上にどの程度支援してくれ

るのかというのが、むしろそちらのほうに関心が

おありということで、残念ながら当病院ではその

部分がまだ手薄なのかなというふうに反省して

いるところでございます。 

  また、職員に対する独法化の説明、おっしゃる

とおり具体的な説明はまだ進んでございません。

と申しますのも、基本計画（案）の策定をまず優

先して、機能分化、連携のあり方をどうするのか
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というのをまず優先して検討させていただきま

した。このたびその案がまとまりつつありますの

で、今後は独法化について、あと職員の身分につ

いて説明なり協議のほうを進めさせていただき

たいと思っております。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） ぜひ、そこはきちん

としていただいて、独法化がいいというふうにも

言われていない部分もあるようですので、そこは

慎重に対応をお願いしたいと思います。 

  時間もあれなので最後になりますが、障がい者

の差別解消の条例の関係ですが、この条例は聴覚

障がいの人だけではないんだと。知的もほかの障

がいを持つ方もさまざまな方の情報提供の話を

しているんだということでありました。だとする

ならば、今いろんなところで手話を含む情報コミ

ュニケーション条例というか、そういった条例を

つくっているところが多くあります。そういった

条例をきちんと設定すべきではないかなと思う

んです。その中では、手話を言語としてとか、あ

とさまざまなツールでコミュニケーションをと

っていくんだということがきちんと述べられて、

その市の責務、市民の責務、そういったことがき

ちんと述べられているんですが、そういった条例

を、これは差別をなくす、そのための条例ですか

ら、それ以外にそういった情報コミュニケーショ

ンツールをきちんと出していく、そういった条例

をつくるべきだと思うんですが、その点はいかが

ですか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 今回の条例については、

今ほど議員が述べられたとおりの目的でつくら

れたものであります。手話についても、当然以前

からそんな話をいただいておりましたので、この

中に包含する形でということでありますけれど

も、内容についてはさまざま今後についても今ま

で以上に取り組んでまいることでありますので、

またその条例というふうな形でのあれについて

は今後考えていくこともあるのかと。実際にはこ

の中に含んでいるということで受けとめており

ます。よろしくお願いします。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○１８番（小久保広信議員） 包含しているという

ことだと思うんですが、市の決意として、条例を

つくるということはこういったことももっとき

ちっとやっていきますよという決意としてつく

るべきものだと思うんです。ぜひそこは要望とし

て終わりたいんですが、その点もう一度、その決

意をどうやって表現するのか、お願いしたいんで

すが。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 手話というか、聴覚障が

い者の方で手話を主に使っていらっしゃる方々

も十分にコミュニケーションがとれるように進

めてまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 以上で市民平和クラブ、18番小久

保広信議員の一般質問を終了し、暫時休憩いたし

ます。 

 

午前１１時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ０時５９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  公明クラブ、５番佐藤弘司議員。 

  〔５番佐藤弘司議員登壇〕（拍手） 

○５番（佐藤弘司議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  公明クラブ代表、佐藤弘司でございます。 

  まず、傍聴に来ていただいた皆さん、こんにち

は。大変お忙しい中お越しいただきまして、心よ

り感謝申し上げます。 

  質問に先立ちまして、25日から本定例会が平成
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時代最後の定例会、また我々議員も任期最後の定

例会でございます。そして、御答弁いただいてい

る当局幹部の皆様にとりましても、来期に向けた

人事が刷新されるなり、あと御勇退される皆様も

いらっしゃいます。まず、武発地方創生参事には、

外部からの新たな風を吹き込んでいただきまし

て、感謝する次第でありますし、宇津江監査委員

事務局長、そして宍戸上下水道部長におかれまし

ては、長年多岐にわたる行政のお勤めというか、

尽力に衷心より敬意を表するところでございま

す。今後ますますの御活躍を御期待申し上げると

ころでございます。 

  質問に入らせていただきます。 

  代表質問はどうしても重複する傾向が多いこと

から、本日は持続可能な米沢市を見据えた大きい

３つの項目について、提案する形の質問をさせて

いただきます。 

  初めに、健幸都市米沢をつくるためにの質問で

ありますが、およそ１世紀もふえ続けてきた日本

の人口が、昨年ついに減り始めました。 

  2025年の日本は、団塊の世代が全員75歳以上に

なって後期高齢者となり、国民の３人に１人が65

歳以上、そして５人に１人が75歳以上という人類

が経験したことのない超高齢社会を迎えるとい

うのが2025年問題です。米沢市としてどう捉え、

対応していくのかお伺いをいたします。 

  これまで国を支えてきた団塊の世代が、医療や

介護、福祉サービスを受ける側に回る一方で、支

える側の生産年齢人口は減少し、75歳以上１人に

対し、2020年は5.8人で支えていたのが、25年に

は3.3人、60年には1.9人となります。このため、

医療や介護などの負担と給付の割合が大きく変

わり、自治体の社会保障財政の運営に影響が出る

と見られています。 

  東京オリンピック後、二、三年後の日本の姿は

今とは大きく変わっています。現在と同水準の人

口を維持できるのは、東京、神奈川、千葉、埼玉

の首都圏と、愛知、沖縄、滋賀のみということで、

山形を初めとする東北各県や中国、四国の大半は

軒並み１割人口を減らします。 

  若者が減り、老人がふえる。何かをつくる人が

減り、介護や葬儀に携わる人が激増するという、

もはや国全体が老境に入ってしまうような深刻

な状況です。 

  本日は、米沢市民が健康で、社会福祉制度を維

持しながら、高齢社会をいかに乗り越えるかとの

質問ですが、そのほか、労働力の不足、技術の伝

承、高齢者の活躍など、産業面でも大きな課題が

ありますが、それは別の機会にお伺いすることと

いたします。 

  国の施策を待っているだけではなく、各自治体

独自で早急に対処していかなければなりません。

そこで、伺います。米沢市として、2025年問題を

どう捉えているのか。高齢化の状況など、想定さ

れている状況をお聞きいたします。 

  次に、健康長寿日本一の取り組みについて伺い

ます。 

  中川市長は、就任以来、大きな課題と位置づけ、

いきいき100歳体操、そして健康長寿米沢市民会

議の設置などに取り組まれております。これまで

の取り組みと成果について伺います。今すぐ形と

した成果は難しいことはある程度理解するとこ

ろでありますが、スピード感を持って結果を出し

ていかないと、私も含め間に合いません。10年、

20年のスパンではもう死んでしまったり、本当に

困りますので、早目にスピードを持ってお願いし

たいと思います。そういった意味から、市長の見

解をお伺いいたします。 

  次に、健幸アンバサダーの設置の要望と提案を

いたします。 

  健幸アンバサダーとは、筑波大学の久野譜也教

授のスマートウエルネスコミュニティ協議会、通

称ＳＷＣが提唱する、口コミによる健幸大使、健

幸の伝道師のことです。 

  養成講座を半日受講し、健康関連の情報を勉強

するだけで、特別な資格を持たなくとも、地域に
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いる普通の人が健幸アンバサダーになってほし

いとの思いから、手軽に受けられるようにしたと

久野教授は言っておられます。 

  健幸アンバサダーの具体的な役割は、講座で学

んだ健康情報を周囲の人に伝えることである。身

近な大切な人に伝えてくださいと言っていると

のことであります。 

  今の時代、人が一番心動かされるのは、自分が

信頼している周囲の人からの情報や声がけであ

ると、そんな考えのもと、同協議会は、健幸づく

りのための情報を地域住民に伝える健幸アンバ

サダー養成プロジェクトを推進しています。 

  現段階では、全国の20以上の自治体で育成が始

まり、１万4,000人が活躍しています。2020年ま

でに20万人、そして最終的には200万人が活躍す

る体制を目指しているものです。 

  プロジェクト発足の狙いは、健康無関心層に健

康情報を届けて行動を促すこと。久野教授のこれ

までの研究によると、成人の約７割がみずから健

康情報を取得しない、いわゆる健康無関心層であ

ることがわかったといいます。 

  市を挙げて取り組んでいるお隣の新潟県見附市

長は、無関心層には口コミが有効だとわかったと

いうコメントをしております。 

  さらに、同協議会のチームは、2014年から16年、

全国の６市と共同で実施したヘルスケアポイン

トの大規模社会実験で、１万2,000人以上、その

うち75％は無関心層の人が対象でした、１万

2,000人以上が参加し、３年目には１人当たり平

均で４万5,000円の医療費抑制効果というよい結

果を得ることができたそうです。事業参加を決め

た情報源の第１位は口コミでした。 

  健幸アンバサダーの特徴は、保健師、薬剤師、

管理栄養士などの専門職、健康推進委員、スポー

ツ推進委員などが担っているほか、一般の住民や

企業の社員にも就任してもらっていること。この

ように、多様なコミュニティーに属する健幸アン

バサダーが活躍することにより、たとえ無関心層

であっても、自治会、趣味のサークル、会社内、

商店街など、どこかでアンバサダーから健康情報

が繰り返し提供される機会が圧倒的にふえ、その

結果、知らず知らずのうちに健康意識が高まり、

望ましい健康づくりを開始させることが十分に

期待されます。 

  健康長寿日本一を目指す米沢市にとって、検討

に値する先進事例だと思います。当局の考えをお

伺いいたします。 

  次に、２番目の大きい項目ですが、エシカル消

費の質問、提案をいたします。 

  余り聞きなれない言葉で、日本ではここ一、二

年聞かれるようになりました。ちなみに、私の使

っている2013年版の国語辞典には掲載されてお

りません。 

  そもそもエシカルとは英語で、倫理的、道徳的

という意味で、エシカル消費とは、人や社会、環

境に配慮した製品やサービスを自発的に選択し

て消費することを意味します。 

  エシカル消費は、最近日本でも注目され始めて

います。学生も、企業の経営者も、サラリーマン

も、主婦も、どんな人も消費者であるという点か

ら、エシカル消費、いわゆる倫理的消費という概

念が注目されております。 

  エシカル消費というと身構えてしまいますが、

日常生活の中で普通に実践している消費行動が

多いわけです。例えば、地元の商店で、地元でと

れた野菜や果物を購入する、これは地産地消の推

進です。食事は食べ残しが出ないようきれいにい

ただく、これは食品ロスの軽減、近くには車では

なく自転車か公共交通機関を利用する、健康増進、

そして環境に配慮ということです。次に、少し高

くても被災地の製品、途上国の製品を積極的に購

入して応援する、これがフェアトレード商品の購

入などです。 

  この半世紀もの世界経済の発展で、我々を取り

巻く状況は一変いたしました。参考にした資料に

よりますと、建物や鉄道など人工物の総重量は30
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兆トン、ちょっと想像もつきませんが、30兆トン

と推定され、人類の総重量は、我々人間の全ての

重さですね、人類の総重量は全ての動物の重量の

30％を占め、家畜化された動物の総重量は67％で

あることから、野生動物はたった３％と極めて少

ない。人類は、今や雪や氷に覆われていない世界

の陸地の何と43％を使用し、農耕地は南アメリカ

大陸のサイズ、牧草地はアフリカ大陸のサイズに

達しています。 

  地球上で人類だけが都合よく生きていくには限

界があります。人類は、地球温暖化などの環境問

題や社会問題に直面し、その解決のために2015年

には国連においてパリ協定や持続可能開発目標

が採択されました。達成するには、これまでのよ

うな浅いエシカル消費では到底足りず、深いエシ

カル消費を可能とする社会に大転換するべき時

代を迎えています。 

  昨年は、世界的に極端な気象に見舞われました。

７月には日本が猛暑や豪雨に見舞われた一方、北

アフリカやアメリカ西海岸で記録的な高温にな

りました。アルジェリアのワルグラで７月５日に

過去最高気温51度を記録いたしました。オマーン

のマスカットの南部では、６月28日夜間も気温が

下がらず、一日の最低気温としては記録的な42.6

度を観測しています。 

  自然変動によっても極端な気象は発生しますが、

近年の災害を伴う異常気象は、人間活動が原因の

地球温暖化が影響していることは否めません。 

  既に、25年前、1,500名以上の世界の科学者が、

人類に対する警告を公表いたしました。これらの

科学者は、人類に対する多くの災厄を避けるには、

環境破壊を縮小し、地球とそこに生息する生命に

ついて、管理保護責任の強化が必要だと結論づけ

ました。 

  エシカル消費の実践は、地球市民の社会的責任

であります。消費者は単に自己の利益だけでなく、

国内のみならず国境を越えた子孫のことまでも

考慮した商品選択を行うことが求められる時代

に入った。すなわち、現代は製品の生産者である

企業のみならず、私ども消費者にも環境配慮、社

会配慮の社会的責任があるということです。 

  地球規模の話で、米沢で実践してもどうなるも

のでもないと思われるかもしれませんが、千里の

道も一歩よりで、現に、徳島県は昨年の10月10日、

全国に先駆けてエシカル消費条例を制定いたし

ました。抜粋ですが、条例の第１条には、「消費

生活における人権、地域及び環境に配慮した消費

行動を推進し、現在及び将来の世代にわたって、

公正かつ持続可能な社会の形成を図り、及びその

発展に寄与することを目的とする」としています。 

  これまで述べたように、エシカル消費とは、地

域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に

配慮した消費行動のことです。障がい者支援につ

ながる商品、これは人への配慮、フェアトレード

商品、寄附つきの商品、これは社会への配慮、エ

コ商品、リサイクル商品は環境への配慮、地産地

消、被災地商品、これは地域への配慮、動物実験

をしないで開発された化粧品は動物福祉への配

慮などがあります。これまで長々と述べてまいり

ましたが、米沢市も学校教育や備品購入、市民意

識の向上など取り組むべきと思いますが、見解を

お伺いいたします。 

  ３番目の大きい項目に移ります。 

  災害時用備蓄食品の有効活用についてでありま

す。 

  ６月定例会でも防災について質問したところで

ありますが、我が国は火山列島、地震列島、豪雨

被害などの災害列島です。殊に近年は、甚大な被

害に及ぶ災害が相次いでいます。日本中どこでも

災害が起こり得ることを念頭に置いて質問をい

たします。 

  防災備蓄食品は、賞味期限を５年としているも

のが多く、定期的に入れかえる必要がありますが、

この入れかえに際して廃棄されることがあると

して、地方公共団体における災害用備蓄食料の有

効活用について、平成28年の１月に内閣府防災担
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当、消費者庁、消防庁及び環境省の連名で都道府

県宛てに通知が出されました。内容は、災害時用

備蓄食品の更新の際には、食品ロス削減の観点か

ら、備蓄食料の有効活用について検討するよう依

頼したというものです。 

  そこで質問いたします。米沢市はどのような災

害を想定して、何人の人に何食、どのようなもの

を用意されているのか、米沢市の食料備蓄の想定

災害と食数の算定の現状をお伺いいたします。 

  また、賞味期限を迎える備蓄食品はどのように

有効活用されているのか、また、その有効活用割

合をお伺いいたします。 

  次に、液体ミルクの導入について提案をいたし

ます。 

  2016年４月に発生した熊本地震の際、当時国産

の液体ミルクがなかったために、フィンランドか

ら救援物資として液体ミルクが支給され、その必

要性が認識されました。国産の乳児用液体ミルク

について、厚生労働省は、ことしの１月31日、国

内メーカー２社による製造を承認いたしました。

消費者庁の販売許可を得て、国産液体ミルクが今

春にも発売される予定です。 

  乳児用液体ミルクは、ふたを開け、吸い口を装

着すればすぐに飲むことができ、常温で１年間の

長期保存ができるのが特徴です。手軽に使えるこ

とから、特に夜間や外出時の授乳に効果を発揮す

ると期待されています。また、粉ミルクのように

お湯で溶かす必要がないため、災害時の備蓄品に

も活用できます。 

  災害時、避難所では、ミルクをつくる際、哺乳

瓶を洗う衛生的な場所、お湯を沸かす環境が整わ

ず、赤ちゃんを持つ母親の負担、ストレスにもな

ります。災害時、赤ちゃんの栄養を補給すること

は、貴重な命をつなぐことであります。液体ミル

クは貴重な栄養源となります。ぜひとも災害時の

備蓄食料品として導入されるよう、提案、要望い

たします。 

  以上、壇上よりの質問とさせていただきます。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、１の超高齢社会を見据

えた健幸都市米沢をつくるための御質問のうち、

２番目であります健康長寿日本一の成果と今後

を踏まえた本市の考え方についてをお答えいた

します。 

  健康長寿日本一のまちづくりの実現に向けては、

米沢市民が一丸となって推進していく必要があ

るため、医師会や歯科医師会、薬剤師会、商工会

議所や大学、各種団体を構成メンバーとした健康

長寿市民会議を設置し、ぞれぞれの立場から政策

提言をいただき、その推進に努めております。 

  これまでに実施した事業といたしましては、食

育の一環として、幼児期から食育の推進を図るこ

とを目的に、食育絵本の制作を進めているほか、

減塩に対する取り組みとしましては、中学生を対

象に減塩教育を実施しました。 

  また、山大医学部で以前に塩分摂取量について

コホート調査研究をしていただきました。先日、

医学部長さんとお会いする機会がございまして、

今度は追跡調査をぜひお願いしたいということ

でお願いをしてきたところで、医大側としても快

く対応について返事をいただいておるところで

あります。 

  さらに、産学官の連携による新産業の創出や山

形大学工学部の研究成果の事業化など、新産業創

出に向けた取り組みの推進としまして、山形大学

工学部による大面積の薄型センサーシートの開

発について、市民会議の場でその進捗状況につい

て報告をいただいたところであり、今後ともヘル

スケア産業の創出について支援をしてまいりた

いと思っております。 

  また、健診受診率の向上が喫緊の重要課題であ

ることから、協会けんぽ山形とやまがた健康推進

機構米沢検診センターと連携した取り組みを行

っているほか、平成30年７月には第一生命保険株

式会社と市民の健康増進に関して包括連携協定
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を締結し、健診受診率の向上に向けた取り組みや、

生涯学習フェスティバルにおいて健康に関する

イベントを実施するなど、市民の健康意識の向上

に協力をいただいたところであります。 

  今後の取り組みとしましては、健康長寿のまち

づくりに資する事業について、コミュニティセン

ターを中心にした事業の展開を検討しておると

ころであります。 

  本市が目指す健康長寿のまちづくりとは、それ

ぞれのライフステージに応じた体と心の健康は

もちろんのことでありますが、教育、経済、産業、

環境、都市基盤の整備など、それぞれの分野にお

いてよりよい状態を目指していくということで

あり、あらゆる政策についても健康を切り口とし

て、市民や企業、地域団体、大学などとも協力、

連携しながら、さらなる取り組みを推進してまい

りたいと考えております。 

  何よりも重要なことは、市民の皆様一人一人が

健康に対する意識を高揚していくことを推進し

ながら、元気で活躍できる環境づくりに努めてま

いりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 2025年問題を本市として

どう捉えているかについてお答えいたします。 

  初めに、高齢者人口の推移についてですが、我

が国の高齢者人口は、2017年４月１日時点で

3,441万人、総人口に占める割合は27.1％となっ

ており、４人に１人以上が高齢者という超高齢社

会を迎えているところであり、一方、本市におけ

る同時点での高齢化率は30.1％と、国の水準を上

回る数値を示しております。 

  米沢市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計

画では、今後もさらに高齢化は進み、2025年には、

本市の総人口７万2,763人のうち、65歳以上の高

齢者人口は２万4,719人となり、高齢化率は34％

に達し、３人に１人が高齢者になると見込んでい

るところです。 

  このような高齢化率の予測において、特別養護

老人ホーム等の施設整備の考え方についてであ

りますが、本市の65歳以上の人口が2021年ごろか

ら減少に転じるという推計から、待機者数も減少

することが見込まれております。また、新たな施

設整備に伴い、費用負担が増加することなど、将

来的な影響も考慮する必要があります。 

  このため、現在の第７期計画期間中は、施設系・

居住系サービスの新たな整備は行わないものと

しますが、在宅待機者やひとり暮らしの高齢者等

が介護を受けながら在宅生活を継続できるよう、

疾病予防を初め、健康の保持・増進も含めた介護

予防の推進や、在宅で暮らす高齢者を医療と介護

の両面から支える体制の構築に努めてまいりた

いと考えております。 

  さらに、医療費についてでありますが、我が国

においては、2016年現在、約1,700万人と推計さ

れる75歳以上の人口は、2025年には約2,200万人

に近づくと推計されており、これに伴って現在は

国民医療費の約３分の１を占める後期高齢者医

療費が国民医療費の半分弱を占めるまでになる

と予想されております。 

  山形県においても、2016年現在、約19万人の75

歳以上の人口が、2025年には20万人を超えると推

計されており、後期高齢者医療費が増加すると予

想されているところです。 

  このような中、来る2025年問題において、特に

医療費が過度に増大しないようにしていくため

には、病気の早期発見、早期治療や糖尿病などの

成人病の重症化予防を図る必要がありますので、

健診受診率の向上に向け、さらなる取り組みを進

めてまいりたいと考えているところです。 

  健康に無関心な層に対し、健康づくりのきっか

けとなる健幸アンバサダー制度について本市で

も取り組んでみてはどうかという質問にお答え

いたします。 

  御質問にありましたとおり、筑波大学大学院の
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久野教授の研究によれば、健康づくりに対して成

人の約７割が無関心層であることがわかり、また

この無関心層へ健康情報を届ける方法としては、

従来の広報やチラシによる方法では効果が薄く、

口コミによる周知が効果的であるとしておりま

す。 

  健幸アンバサダーは、健康に関する正しい知識

などを身近な人に伝える役割を担う方を一般社

団法人スマートウエルネスコミュニティ協議会

が認定するもので、山形県内では中山町がこの取

り組みを行っているところであります。 

  また、他市における健幸アンバサダーの養成に

よる効果としましては、健康づくりイベントへの

参加者の増加や健幸アンバサダーの７割がみず

からの生活習慣行動を改善し、健診受診のきっか

けづくりにつながったとしてその成果が示され

ているところです。 

  健康長寿のまちづくりの推進に当たり、市民全

体の健康意識の熟度を高めることが必要である

と考えております。市民や企業等において、主体

的に健康づくりに取り組む機運を醸成するツー

ルとして好事例と捉えております。個人会費など

経費負担もありますので、先進自治体の事例につ

いて、今後プロジェクトチーム等で検証してまい

りたいと考えております。 

  ２のエシカル消費意識の醸成で持続可能な社会

をについての御質問のうち、本市における障がい

者就労施設等からの物品等調達の取り組みにつ

いてお答えいたします。 

  調達の対象品目としては、施設等で提供可能な

もので、物品としては、弁当、菓子類等の食品類、

石けん、アクリルたわし等の生活雑貨及び花の苗、

園芸用土等の農作物になります。 

  また、役務については、折り込みチラシ梱包、

袋詰め、包装、組み立て等の軽作業や草刈り、清

掃、花壇管理の作業等になります。 

  平成29年度の調達の実績額といたしましては、

物品が141万3,124円、役務が100万9,507円の計

242万2,631円でした。 

  目標額は、物品、役務の合計調達額200万円でし

たので、目標額達成率は121％でした。平成30年

度の調達の目標額は、物品、役務の合計調達額250

万円としているところです。 

  なお、本市では、毎年度、障がい者就労施設等

からの物品等の調達方針を作成し、年度終了後に

調達実績を市ホームページや広報よねざわ等で

公表しております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、２のエシカル

消費意識の醸成で持続可能な社会をの御質問の

うち、市民環境部所管での取り組み状況について

及び３の災害時用備蓄食料の有効活用について

お答えいたします。 

  倫理的消費とも呼ばれるエシカル消費につきま

しては、よりよい社会に向けた人、地域や社会、

また環境に配慮した消費行動そのものであり、エ

シカル消費が求められる背景として、近年の経済

のグローバル化、サービスの多様化、情報化社会

の進展、環境問題の深刻化など、消費者を取り巻

く環境が大きく変化しており、こうした変化に対

応する力が今日の消費者には求められているも

のと認識しております。 

  さらに、平成20年版の国民生活白書で初めて消

費者市民社会の用語が登場し、平成24年12月には、

消費者教育の推進に関する法律が施行され、地方

公共団体には学校や地域等における消費者教育

の推進が義務づけられるとともに、消費者にはみ

ずからが消費者市民社会を構成する一員として

主体的に参画することがより強く求められるよ

うになってきております。 

  本市では、この推進法ができる以前から消費者

問題に関する教育や啓発事業を行ってきたほか、

環境分野も含め、既存の施策の中にもエシカル消

費に合致する取り組みも幾つかありますが、消費
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者教育の推進に関する法律の施行を受け、さらな

る事業推進に努めているところであります。 

  具体的には、エシカル消費の普及にノウハウの

ある民間団体である公益財団法人消費者教育支

援センターと連携し、平成26年度から山形県地方

消費者行政推進交付金を活用し、米沢市消費者教

育のあり方検討を実施しております。平成29年度

からは、子供と距離の近い保護者の目線で消費者

教育の理解を深め、消費に関する健全な価値観や

自立能力を育むことを目的とした子どもの自立

を支える消費者教育プロジェクト（通称エシカル

米沢）をスタートし、このプロジェクトにおいて、

小学校低学年を対象とした消費者教育教材の紙

芝居制作に取り組んだほか、平成30年度には、小

学校高学年以上を対象とした消費者教育に関す

るガイドブックの作成に取り組み、地産地消やフ

ェアトレードなど、エシカル消費に関する内容に

ついて作成しております。これら教材とガイドブ

ックにつきましては、平成31年度以降、市内の幼

稚園や保育園、小中学校に配付し、エシカル消費、

消費者教育に活用いただくこととしております。 

  また、以前から取り組んできた施策としまして

は、地産地消の推進では、ＬＥＤ公衆街路灯等設

置費補助金での市内企業製品優遇策などが挙げ

られます。 

  食品ロスの軽減では、環境への配慮として、本

市から発生するごみの減量、ごみ処理費用の削減

につながる３０１０（さんまるいちまる）運動の

普及促進、環境に配慮した料理教室の開催などを

展開しております。 

  フェアトレード商品の購入につきましては、日

本ではコーヒー、チョコレート、コットン製品な

どのフェアトレード商品がありますけれども、市

が直接購入する例はなかったものと思われます

が、さまざまな商品がどのように生産され、流通

し、販売されているのかを考えたり学んだりする

ことで、フェアトレードというものを知る消費生

活出前講座の開催や、生涯学習フェスティバルで

のパンフレット配布により、まずはフェアトレー

ドという考え方を知ってもらい、国際フェアトレ

ード認証ラベルがついた商品を選ぶことで、消費

者自身もできることがあるということを伝えて

いるところであります。 

  地球環境に配慮した商品につきましては、本市

では、市みずからの事務事業によって生じる環境

負荷の低減を図ることにより、環境と調和した循

環型社会を形成することを目的として、平成18年

にグリーン購入基本方針を制定しました。物品調

達に当たっては、必要性や適正量を十分に検討し

た上で、製造・流通・使用・廃棄の各段階で資源

やエネルギーの消費がより少ないこと、資源を持

続可能な方法で採取し、有効利用していること、

環境汚染物質等の使用、排出がより少ないこと、

長期使用、再使用、リサイクルが可能なこと、再

生された素材や部品を多く利用していること、廃

棄時の環境負荷がより少ないこと、ライフサイク

ル全体のコストも考慮し、価格が同類製品に比べ

て余り高くないこと、このような観点に基づき、

環境負荷の低減に資する物品等17品目を指定し、

購入等を行っているところであります。 

  加えて、本市では、エコオフィス活動の手引き

を定め、市の環境マネジメントシステム及び地球

温暖化対策実行計画で定めている省資源・省エネ

ルギー、ごみ減量やリサイクルの推進等に係る環

境目的・目標の達成のために、米沢市の組織及び

職員が取り組む対策、進行管理について定めてお

り、燃料使用量、電気使用量、用紙類使用量、一

般廃棄物の排出量及び水道使用量の削減などに

取り組んでおり、地球環境に配慮した行動を実践

しております。 

  本市が環境基本計画で目指している「豊かな自

然に抱かれ人と環境にやさしく快適で美しいま

ち」米沢の実現のためには、今御指摘のありまし

た地産地消の推進、食品ロスの軽減、フェアトレ

ードのみならず、リサイクルの推進、自然エネル

ギー利用やグリーン購入など、こういった視点を
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持ったエシカル消費というものを市民に普及す

ることが大切であると考えております。 

  次に、３の災害時用備蓄食料の有効活用につい

てお答えいたします。 

  初めに、（１）の食料備蓄における想定災害と

食数の算定についてですが、長井盆地西縁断層帯

を震源として最大規模の地震が発生すると仮定

した場合、本市では震度７の強い揺れと大きな被

害が想定されております。このため、米沢市地域

防災計画における本市の災害想定は最大の長井

盆地西縁断層帯を震源とした地震を想定してお

ります。 

  また、避難者数や食料備蓄におきましては、夜

間に地震が発生した場合に最大約１万人強の避

難者が出ることが見込まれていることから、最大

の避難者数に応じた避難所の指定、備蓄等を進め

ているところです。 

  現在の本市における食料備蓄数ですが、災害の

発生直後の混乱時に配布できる数量を確保でき

るように進めているところであり、クラッカー、

アルファ米、乾パンを合わせて8,800食と飲料水

として500ミリリットルのペットボトルで約２万

3,000本を備蓄しております。 

  食料備蓄につきましては、賞味期限があること

や膨大な量を確保する必要があることから、備蓄

には限界があるため、本市では市独自の備蓄に加

え、全国に食品の流通を展開している大型のスー

パーマーケットと災害時における応急生活物資

の供給及び防災活動協力に関する協定を結んで

おり、いわゆる流通備蓄として災害時に優先的に

食料の供給を受けられるようにしております。 

  次に、（２）の賞味期限を迎える備蓄食料の有

効活用と活用割合についてですが、平成30年１月

30日付で内閣府、消費者庁、消防庁、環境省の４

者連名により、災害時用備蓄食料の有効活用につ

いての通知が発信されております。食品ロスの削

減の観点から地方公共団体で取り組んでいる備

蓄食料の有効活用についても検討を求められた

ものであります。取り組み事例として、東京都、

埼玉県、熊本県が紹介されておりますが、取り組

み内容としては、社会福祉法人、フードバンク等

への寄贈、防災訓練や各種イベントでの参加者へ

の配布などとなっております。 

  本市の場合は、備蓄している食料については、

おおむね５年間の賞味期限があり、賞味期限が切

れる前に順次更新を行っております。 

  これまでの更新時の対応としましては、市の総

合防災訓練の際に試食用として消化したほか、コ

ミュニティセンターの文化祭や運動会において、

啓発や試食用として希望があったところに提供

することで有効活用を図ってまいりました。 

  また、ペットボトルの水につきましては、期限

が切れた後は飲料用ではなく、トイレなど他の使

用に充てるために、飲料用とは分けて引き続き備

蓄しております。 

  しかし、更新する全体の量からすると、まだ活

用できるものが多いことから、今後、地域の行事

での活用や自主防災組織の訓練に活用するなど、

できるだけ食品ロスとならないような活用を図

ってまいります。 

  次に、（３）液体ミルクの導入についてですが、

乳児用ミルクにつきましては、これまで厚生労働

省の乳等省令という省令によって、国内では粉ミ

ルクしか製造、販売できませんでしたが、平成30

年８月に厚生労働省が液体ミルクの製造、販売を

解禁したことにより、国内メーカーが平成31年春

の販売を発表したところです。 

  海外では一般的に販売されており、熊本地震で

フィンランドから支援物資として届けられたこ

とから国内でも認知度が高まりました。 

  本市地域防災計画では、女性や子育て家庭のニ

ーズに配慮した避難所運営に努めることとして

いることから、乳児用品につきましても整備を図

っていきたいと考えております。 

  乳児用ミルクの備蓄を考えたときに、液体ミル

クは粉ミルクのようにお湯で溶かす必要がなく、
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災害時にもすぐに乳児に飲ませられるという利

点があり、一方、従来の粉ミルクは液体ミルクに

比べて保存性が高く、コストが低く、また計量で

きるのでつくるミルクの量を調整できるという

利点がありますので、それぞれのよいところを考

慮して検討していきたいと思います。 

  また、液体ミルクにつきましては、ことしの春

からようやく販売されることから、安定的な流通

となるのか、価格は粉ミルクの２から３倍と言わ

れており、使い捨ての哺乳瓶も必要であるため、

今後の国内の動向を注目してまいりたいと思い

ます。さらに、賞味期限も６カ月と短いことから、

更新時にどのような有効活用ができるかについ

ても検討していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 菅野産業部長。 

  〔菅野紀生産業部長登壇〕 

○菅野紀生産業部長 私からは、２のエシカル消費

意識の醸成で持続可能な社会をのうち、地産地消

の推進についてお答えいたします。 

  本市では、農畜産物の地産地消を推進するため、

学校給食における地元食材の提供や共同購入の

支援事業を行っているところです。輸送エネルギ

ーの削減に寄与する地産地消は、エシカル消費活

動の趣旨に合致するものと考えており、ほかにも

道の駅などを利用した地元野菜の販売促進や、新

たな取り組みとして、米沢観光コンベンション協

会と連携をしながら、米沢牛や伝統野菜などを活

用し、国内旅行者やインバウンドを対象とした地

元米沢食材使用による新たなメニューの作成を

行い、地産地消の事業に取り組んでいるところで

す。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、持続可能な社会の

構築を目指す学習の取り組みについてお答えい

たします。 

  初めに、学校給食における地産地消の取り組み

について申し上げます。 

  学校給食において、米沢青果株式会社を仲介と

して、地元食材の共同購入を実施しており、その

取り扱い品目は、キュウリ、トマト、ピーマン、

キャベツなど12品目となっています。学校によっ

ては、近隣農家から直接購入も行っています。ま

た、推進事業の一環として、農林課や山形おきた

ま農業協同組合からの支援により、リンゴや雪菜

の無償提供を受けております。 

  置賜産野菜・果物の使用率は年間購入数量で見

ますと、平成29年度において野菜が34.5％、果物

が26.2％となっています。地産地消の取り組みを

始めた平成23年度と比較しますと、それぞれ約

４％ふえています。この取り組みは、子供たちに

安全、安心な給食を提供できるだけでなく、地元

農家の生産品を購入することで、地域への配慮を

考えた消費活動になると考えます。今後も、農林

課及び地元生産者と連携を密にし、地産地消の向

上に取り組んでまいります。 

  次に、環境に配慮した食品ロスの軽減に向けた

取り組みについて申し上げます。 

  学校では、心を育む学校給食週間を設定し、調

理師の方々や地元の生産者、納入業者の方々と子

供たちとの交流を行っており、感謝の気持ちや食

べ物を大切にしようとする気持ちを育てていま

す。教育委員会の取り組みとしましては、子ども

食育マスター育成事業が挙げられます。この事業

では、米沢栄養大学や地元地域の方々の御協力を

いただきながら、食に関する講話を聞いたり、栽

培活動を行ったりして、食への関心を高め、食の

大切さを実感する子供の育成を行っています。 

  次に、フェアトレードについて申し上げます。 

  小中学校における物品購入につきましては、米

沢市グリーン購入基本方針及び米沢市グリーン

購入調達方針に基づいて行っております。発展途

上国の農作物や製品を適正な価格で取引し、人々

の生活と自立を支えるというフェアトレードは、
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中学１年生の地理では、地域的特色の観点で、３

年生の公民では、貧困問題解決の観点として学び、

子供たちが持続可能な社会の構築を考える力を

養っています。 

  最後に、地球環境に配慮した消費について申し

上げます。 

  小学校では、社会科を中心に、ごみ処理、地球

温暖化、環境問題などについて学習しています。

中学校では、社会科だけでなく、他の教科でも持

続可能な社会の構築が大切な視点となっており、

技術・家庭科では、ものづくりが製造、使用、廃

棄に至るまで環境に配慮していることや、地産地

消が食品輸送による環境負荷の軽減につながっ

ていることを学んでいます。 

  今後も、食育や持続可能な社会の構築を目指す

学習を大切にしてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  まず、今教育長からありましたが、これは前回

も食品ロス等の問題でお聞きしたところであり

ますので、今聞いたとおり学校の対応としてはほ

ぼ食育から食品ロスの教育まで、あと環境問題で

すか、そこまで取り組んでおられるということで

理解をしたところでございます。 

  順番に質問してまいりますけれども、まず、健

康長寿日本一の件で、市長からは、食育の絵本と

か減塩教育、あと山形大学との追跡調査もしてい

ただくようなことで、常日ごろ交流しながらやっ

ておられる、またヘルスケアの産業の創出まで行

けば、これはすばらしいことだと思いますので、

さらに力を入れていただいて、進めていっていた

だきたいと思います。 

  先に2025年問題のほうでちょっと何点かお聞き

しますけれども、国の試算では、2025年の医療保

険の給付額は総額54兆円ということで、現在より

も６年後の数値ですけれども14兆円多くなると

いう試算を出しておるところですが。米沢市も金

額は全然桁違いではあると思いますけれども、そ

ういう多くふえる傾向ではないかと思います。そ

の社会保障、医療、介護支援など、そして、裏づ

けのある想定はなされているのか、簡単に言えば、

大丈夫なんですかということをお聞きしたいん

ですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 現段階では、なかなか数

字的なものは今ちょっと手元にはないんですけ

れども、そういった中においても、やはり予想し

得ることを最大限に考えて、この先のその問題に

対する取り組みを考えていきます。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） あと、介護関係ですけれ

ども、先ほどの部長の答弁では、これも私も認識

しておりますが、今後際限なく高齢者、後期高齢

者がふえるということはなくて、ある程度、先ほ

どでは2021年からマイナス傾向にあるというこ

とで、その建物を、施設を増設するとか、そうい

うお考えはないと。在宅ケアを充実させて十分対

応していかれるというお話だったんですが、それ

でよろしいですか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 おっしゃるとおりであり

ます。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） また健康長寿日本一に戻

りますけれども、市長、先ほど答弁されたとおり、

そういう取り組みはよろしいかと思いますが、い

わゆる健康長寿市民会議の件です。昨年７月19日

に第１回目を開催されたわけですけれども、メン

バーとしては、医師会、商工会議所、大学、小中

学校、保育界、産業界など、さまざまな各分野か

ら参加されているということで、大変よろしいか

とは思うんですけれども、30名で構成されている

ということで、ただ去年の７月に開催されてもう

既に８カ月たっているということで、その何かス
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ピード感が足りないような気もいたしますが、例

えば次回の開催とか、今後定期的にやっていくと

か、そういう予定というのはございますか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 ２月に２回目の市民会議

を開催してございます。今後も年に２回程度の市

民会議を開催しまして、進みぐあいのほうをきち

っと報告をして進めていきたいと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） その第１回目の議事録と

いいますか、記録では、その会議の意見交換の場

で、委員の方より次のような意見が出たと。何を

すればよいのか具体的な行動パターンが見えな

いという意見と、あと市民にアピールするような

宣言や行動目標など具体的な部分を示してほし

いということで、そういうことを見聞きしますと、

何か計画のみで具体性がないのかなというよう

な気もいたしますが、御見解をいただきたいと思

います。お聞かせください。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 意見をいただきましたの

は、ある意味そういったところもあったのかなと

いうふうに感じているところはあります。ただ、

今後そういったところについては修正を加えて、

やはり市民の方々、市民会議のほうでわかりやす

いやり方というか、そういったものを構築してい

きたいなと考えているところであります。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） わかりました。 

  それと、あとその市民会議自体ですけれども、

メンバーを見ますとそうそうたるメンバーで、も

う第一線の代表者の方が名を連ねているわけで

す。それで、逆に開催しづらいのかなと。開催す

ることが目いっぱいみたいなことにはなってい

ないかという心配があります。 

  第１回目の開催では、やっぱり30名中欠席され

たのが４名で、代理出席の方が10名、半数がそう

いう状況なわけです。いわゆるそうそうたるメン

バーで偉過ぎるという言い方はちょっとどうか

と思いますけれども、後ほど私が訴えたい健幸ア

ンバサダーの一般市民の方が意識を向上して口

伝えで訴えるほうが効果的なのではないかと私

もちょっと思ったりするんですね。そういうこと

で、冒頭今後の予定とか、あと何回開催できるん

だというようなことをお聞きしたわけでありま

すので、そのメンバーに関して、いいとか悪いと

かと部長が答弁できないと思いますが、そういう

人員構成なんか、市長、もしコメントがありまし

たらばお聞きしたいんですが。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 先ほども申し上げましたように、

この市民会議の構成メンバーというのは、もちろ

ん産業界も含め、学校、そして福祉団体とか多岐

にわたっております。そういった中で今後どのよ

うにこの健康長寿を進めていくかということは、

例えばこのたびコミュニティセンターの事業に

おいても新たな取り組みをさせていただきます

けれども、まずしっかりとそういった各団体や企

業等において認識をしていただくというような

ことにおいては、やっぱりその団体の長にお願い

をしたという経過がございます。 

  しかしながら、今佐藤議員御指摘いただいてい

るように、もしかすると機能的なものもどうだと

いうこともありまして、その市民会議の中に分科

会も設置しておりまして、より細かく議論をいた

だく、そして何よりも第１回目の会合で重要だっ

たのは、市民の皆様にどういうふうにその健康長

寿に関してということでの取り組みを、アンケー

ト調査もさせていただいて、そういったものを集

約してどのように次の市民会議の中に生かして

いくかということもありましたので、今後はより

細かに市民アンケートの中でまた新たな取り組

みの中でいろいろ御議論いただくと。 

  確かに、代理出席も多かったわけでありますけ

れども、何分にもその長が委員として登録をさせ
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ていただきましたので、そういった代理の方が多

かったということはちょっと否めない事実だっ

たのかなというふうに思っておりますけれども、

しかしながら、後の質問にもありますように、で

はどのように、アンバサダーという言葉を使って

おられますけれども、どうやって市民それぞれの

いろんな方々に地域の中でも団体の中でもそう

いう健康長寿に関してお願いをしていくかとい

うことについては、もっともっとやっぱりその市

民会議とは別に工夫を凝らしていかなければな

らないのではないかと、このように思っておりま

すので、市民会議は市民会議として、またどのよ

うに効果があらわれる、そういった対応について

も考えていく必要があるというふうに考えてお

ります。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） わかりました。 

  関連して、健康長寿日本一の推進プランってご

ざいますね、まだ案ですけれども、の中に、健康

のまちづくりの実現に向けてということで優先

的に取り組む５つの課題の第１番目に高齢者の

社会参加というものを挙げております。いわゆる

退職後の喪失感の対策であるとか、地域、家庭で

の居場所づくり、またコミセンを中心とした地域

の取り組みをその高齢者の社会参加づくりに挙

げられておりますけれども、これはなかなかやっ

ぱり個人的な差がありまして、おつき合い、そう

いう場に出ていって元気になりたいという人も

いれば、一人静かにナセＢＡで半日ぐらいゆっく

りしたいという方もいらっしゃるかもしれませ

んので、一概には言えないと思いますし、また定

年後昔と違って20年から30年あります。ですから

もう今は定年後、余生をゆっくり過ごすと、余生

という言葉はもう通じないくらいの長さが第２

の人生ですよ、もはや。定年後30年あるわけです

から、そういう部分の過ごし方、社会参加という

のはいろいろありますけれども、私個人的に一番

効果があるのは、高齢者に活躍してもらう就労で

はないかと思います。 

  これからますます人手不足、働き手不足も当然

出てきますので、これは産業部長に後日別な質問

でその部分の高齢者の活躍とかいう部分でお聞

きしたいと思いますが、いろんな手だてもあるか

と思います。やっぱり高齢者の活躍というのはそ

こが一番かなと、市にとっても、市の産業界にと

ってもそういうような気もいたしますので、意見

として述べさせていただきたいと思います。 

  あと、健幸アンバサダーの件でありますが、市

長のそういう認識は承知しましたけれども、やっ

ぱり専門家とあと民間の力というのも、民間とい

うか市民の力というのも重要だと思いますし、特

別な市民会議のような医師会の先生ですとか、特

別な資格を持たなくても、地域に普通にいる人が

そのアンバサダーとして健康に関するいわゆる

形式ばったことでなくて、お茶飲み話なわけです

よ、口コミの。そして、友達から、「お前、しょ

っぱい漬物食い過ぎてひっくり返るぞ」とか、「た

ばこぶかぶか吸ってんな」とか、「ラーメンのス

ープ残さねで全部飲むなんて体さ悪いぞ」とか、

そういう口コミとかそういうものが効き目ある

というんです、この先生は。そういう立派な講演

も当然あるんですけれども、日常茶飯事そういう

ものが小耳に入るのが一番効き目があるという

ことの意味もアンバサダーにはあると思います

ので、その部分も含めて今後の方策として考慮願

えればと思いますし、また早速お隣のいろんな部

分で先進地と言われている会津若松市がもう既

に２月の３日、日曜日にこの団体の養成講座を開

催しております。それで、当然、会津若松市が、

市の健康増進課、そして協賛が会津若松市とカー

ブスという会社がやっておるんですが、定員100

名に対して、私聞いたらば400名集まったそうで

す、協賛の団体も含めて。そして、１人に５枚ず

つパンフレットというか、渡したんですが、足り

なくて今増刷の依頼が来ているという状況もご

ざいますので、部長、その会津若松市の開催の情
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報など、ありましたらば、その感想も含めてお聞

かせください。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 会津若松市で開催した内

容については、会津若松市の健康増進課のほうに

聞き取りをさせていただいて、400人と大変盛況

だったというふうなことは伺っているところで

あります。 

  こういったアンバサダーのような制度、実は去

年の管外の視察において、本市と同様に健康長寿

を掲げている長野県の佐久市のほうに同行させ

ていただきました。そこの中では、保健補導員と

いう方々が市民の中に数多くいらっしゃって、市

民の健康に対する取り組みについては、行政のよ

き理解者であり、そしてその協力者であるといっ

たことで、健康づくりには欠かせない存在だとい

うことを伺ってきたところであります。そういっ

た方々がいらっしゃるというようなことは大変

ありがたいことだなと考えていて、米沢市でも進

められないものかなというふうに考えていたと

ころでこのアンバサダーのお話をいただいたと

ころです。 

  アンバサダーについては、身近な方へ心に届く

情報を伝えるということで、無関心層へ行動の変

容を促す存在だということ、市民一丸となって健

康長寿のまちづくりに取り組んでいる米沢市と

しても、そういった効果がかなり期待できるので

はないのかなと考えるところであります。先進地

の事例について研究してまいりたいと考えてお

ります。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） そのような観点から、よ

ろしくどうか今後の検討課題、積極的な検討課題

ということでお願いしたいと思います。 

  エシカル消費の件は各方面から答弁いただいた

とおり、全庁を挙げて、いろんな物品購入から含

めて、あと学校教育から含めて、この近年の自然

災害、桁外れの自然災害も鑑みながら、市民に対

する周知、子供さんに対する周知を図っていただ

きたいと思います。 

  最後に、災害時の備蓄食料品の活用についてで

ありますけれども、被災して負傷した場合、３日

間72時間というのが生存率を左右する重要な時

間と言われておりますが、先ほどクラッカーが

8,800食、水が２万3,000本、あとアルファ米とい

う部長からの答弁がありましたけれども、あと想

定しているのは西縁断層による地震というもの

を主に想定しているということですが、１万人３

日間３食といいますと、黙って９万食ということ

になります、単純計算で。これで間に合うのか、

また一般のスーパーさんとの協定をしておる部

分も民間業者と災害支援協定を締結していると

いうことで、私も存じておりますけれども、どの

ような物品とか食料をどれくらいなど、具体的な

裏づけを確認はされておりますか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 協定の中では、物品一つ

一つ数量とかそういったものを決めているわけ

ではございません。その災害の状況に応じて必要

なものを調達していただくということで、それに

必要な項目について協定を結んでいるという状

況でございます。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 素人考えかもしれません

が、やはり東日本のときももう空になったわけで

すよね。私も率先して並びました。買いに行きま

したけれども、もしあそこでなくなったら、米沢

市に援助する分って決めていらっしゃるんでし

ょうか。その分、きちんと裏づけをとってお約束

いただいておくべきだと思うんですが、いかがで

すか。空になったら出しようがないではないです

か。頼むほうですからそんな上から目線では言え

ませんけれども、市民の方に緊急に売る分と、あ

と市に応援する分って、お店のほうでもはっきり

対応していただいていたほうがいいと思うんで

すが、そういう裏づけってとられておりますか。 
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○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 店頭にある分のうちの一

部を例えばそういうふうに災害用に確保してお

くとか、そういった細かい部分について打ち合わ

せはしてはおりません。ただ、その店の中で調達

できない場合は、もちろんその流通の大手の業者

さんでありますので、そのほか系列のお店その他

から調達していただくというようなことで準備

していただくことになっております。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） まず、そういう方面でも

しっかりと確認しながら取り組んでいっていた

だきたいと思います。 

  次に、賞味期限切れの活用の件ですけれども、

私も経験あるというか、あるのは、市の防災訓練

なんかでアルファ米のおにぎりをごちそうにな

ったぐらいしかちょっと私の体験としてはない

んですね。ですから、先ほど答弁あったかとは思

っているんですが、ちょっと聞き漏らしたかです

けれども、その更新時にただ廃棄するんではなく

て、各コミセンとか地域のイベントで積極的に活

用していただくということで、意識の向上にもな

るわけですよね。ただおいしくなさそうで食べな

くてもですよ、食べなくてもこういうものが準備

されている、こういうアルファ米でおにぎりがす

ぐできるように準備されているという部分で、た

たなげるよりも効果は十分あると思いますので、

先ほど答弁あったかと思うんですが、ちょっと私

聞き漏らしたもんで、もう一回お願いしたいんで

すが。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 これまでの更新時の対応

としましては、市の総合防災訓練の際に、主食用

として紹介した、先ほどもちょっとアルファ米の

お話が議員からありましたけれども、そのほかに

コミュニティセンターでの文化祭とか運動会で

啓発や試食用として御希望のあったところでし

たけれども、そちらに提供するということをして

きたということなんですが、ただその活用量とい

うのが決して多いわけではございませんでした

ので、やはり食品ロスを出さないということもあ

りますので、今後は地域の行事での活用とか、自

主防災組織の訓練などに活用するなど、そういっ

た活用をちょっと検討していきたいなと考えて

いるところでございます。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 御希望のあるところでな

くて、ないところにも積極的に押しつけるくらい

にアピールするべきだと思います。よろしくどう

かお願いします。 

  最後になりますが、液体ミルクの件ですけれど

も、ただ私、聞き取りのときにびっくりしたんで

すが、粉ミルクも今もそうだと思うんですが、粉

ミルクは備蓄されておりますか。 

○島軒純一議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 粉ミルクはまだ備蓄して

いないところでございます。 

○島軒純一議長 佐藤弘司議員。 

○５番（佐藤弘司議員） 液体や粉の前提で、乳幼

児、赤ちゃんなどのその災害弱者に対する意識が

私はなさ過ぎると思います、本当に。せめて粉ミ

ルクですよ、せめて。ですから、これ液体ミルク

の有効性はさっき賞味期限、部長は６カ月と言い

ますが１年となっているはずです。あと、いろん

な吸い口準備とか、そうですね、今セットになっ

ているものがもうじき出てきますので、栄養価も

保証されておりますし、ぜひこれはすべきであり

ますし、準備できておりません、粉ミルクもあり

ませんでした、ああそうですかと私引き下がるわ

けにはいかないんですよ、これ。本当に、「ボー

っと質問してんじゃねーよ！」と富佐ちゃんに叱

られるということです。これ、山田さんの質問で

もあるんですよ。怖いでしょう。後ろに山田さん

もいるんですから、本当に実現するまで訴えます。

液体ミルク、ぜひ赤ちゃんの、今500人しか生ま

れないんです。きのうからずっと人口減少、少子
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高齢という将来を不安視する質問が皆さんやっ

ているではありませんか。そこで子供さんを守ら

ない米沢市なんていられませんから、せめて赤ち

ゃんの備えはすべきでありますので、声を大にし

て訴えて実現するまでやりますので、どうかお願

いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○島軒純一議長 以上で公明クラブ、５番佐藤弘司

議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時２９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここであらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○島軒純一議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、日程終了まで時間を延長することと

決まりました。 

  次に進みます。 

  日本共産党市議団、８番髙橋英夫議員。 

  〔８番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（髙橋英夫議員） 皆さん、こんにちは。 

  日本共産党の髙橋英夫です。 

  きょうは気温が低下して小雪が降る中を傍聴に

来ていただきましてありがとうございましたと

いう言葉を用意していましたけれども、10分早ま

ったものですから、まだ来られていない方がいて、

10分早くスタートするというふうになってしま

いました。 

  きのうから人口減少問題、全ての方がその問題

を根底に据えられた熱い議論が交わされており

ました。山村議員からは、きのうはきらりと光る

何かはないのかという話がありましたが、私はき

ょうの議論を通して何かきらりと光るものにつ

ながるヒントが浮かぶような議論をしていきた

いと申し上げたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

  人口減少の問題は、大都市圏を除き全国全ての

市町村の問題であり、もちろん米沢市においても

例外ではありません。これまでの人口減少のペー

スから推測しますと、今後１年以内には８万人台

を割るのではないでしょうか。人口減少の勢いを

緩やかにするには次代を担う若者がこのまちに

住みたいと思えるまちにならなければなりませ

ん。 

  今回の質問のテーマを、若者にとって魅力ある

米沢とはとしたのは、若者のＵＩＪターン、移

住・定住をかち取るにはどうしたらよいかという

点について、当局の皆さんとも一緒に考え、ふさ

わしい政策を実現させたいという思いからです。

質問や提案について、建設的、前向きに対応いた

だけることを願いつつ質問に入ります。 

  小項目の１は、やりがい、生きがいを実感でき

る仕事や活動をつくることについてです。 

  ２年７カ月の準備期間を経て、昨年11月２日に

キックオフした米沢ブランド戦略事業は、全国に

見ても余り前例がない、ユニークで画期的な内容

に仕上がりつつあり、大変期待をしているところ

です。今後、この事業の中心的役割を担うことと

なる「ＴＥＡＭ ＮＥＸＴ ＹＯＮＥＺＡＷＡ」

には、数多くの企業、団体が結集しつつあり、こ

れは今後の取り組み方次第で官民協働によるダ

イナミックな地域おこし、産業おこしが実現する

可能性を秘めていると思います。 

  もう一つ、私が可能性を感じているのは、米沢

で学ぶ学生のパワーです。ここで議長に許可をい

ただいていますので、私がこれからお話をします

新聞記事、通知させていただきます。ごらんにな
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ってください。 

  米沢市学園都市推進協議会による地域と大学と

の懇談会が１月11日に伝国の杜で開催され、その

内容が１月31日の山形新聞に大きく掲載されま

した。東京農業大学教授の木村俊昭氏の講演の内

容や、３人の学生と１人の米沢の若者、そして総

合政策課の相田さんコーディネートによるトー

クセッション、３人の有識者の講評が紹介されて

おりました。私はこの紙面を読んで、改めて学園

都市の特性をまち育てに大きく生かすべきと感

じました。 

  実際、トークセッションに参加した学生の１人

は、米沢が大好きになり、４月からは米沢で働く

ことになりました。私自身もさまざまな学生たち

とイベントに取り組むなどで交流をしていて、学

生たちのパワー、可能性を実感しています。学生

たちの中には、市民とさまざまな取り組みを通し

て触れ合い、学び合う機会を持つことで米沢が好

きになり、ここの人たちと一緒に暮らしていきた

いという気持ちまで抱いてくれる人もいます。こ

こ数年の学生たちの地域活動は確実に進化して

いると思っています。 

  ところで、その学生たちと米沢ブランド戦略事

業との接点はというと、まだまだ浸透はしていな

いと思っています。 

  そこでお伺いします。米沢ブランド戦略事業に

学園都市の特性である学生の地域活動を融合さ

せてはいかがでしょうか。具体的には、ＴＥＡＭ 

ＮＥＸＴ ＹＯＮＥＺＡＷＡに多くの学生団体

やサークルに登録してもらうということになる

と思いますが、このことによって、やりがい、生

きがいを実感できる仕事や活動をつくることが、

これまで以上に現実性を帯びてくると考えます

が、いかがでしょうか。 

  小項目の２は、快適な住環境と地域コミュニテ

ィーの充実についてです。 

  若者にとって、日々どんな住まいで暮らすのか、

その地域にはどんなコミュニティーが存在する

のかについては、大きな関心事なのではないでし

ょうか。近年では、米沢で暮らすにしても、３世

代同居という形は珍しく、実家を離れて戸建て住

宅を新築したり、アパートやマンションで暮らし

たりという形もふえています。 

  一方で、市内の空き家問題も深刻さを増してい

ますから、若者が新居とする場合でも、移住者が

住まいを求める場合でも、空き家を利活用して快

適に暮らせる住環境をつくり上げてそこに住む

ということは、とても合理的なことであると考え

ます。 

  昨年９月の一般質問の中では、例えば市が空き

家を買い取りリフォームをして、若者専用市営住

宅を整備してはどうかと質問しました。これにつ

いては、公共施設等総合管理計画の考え方では、

これ以上公共施設をふやす方向はふさわしくな

いとのことから、この方式はできないとされまし

た。 

  であれば、地元の若者にせよ、移住したい若者

にせよ、住環境を整備するための何らかの支援策

があればと考えます。実家をリフォームしたい、

自分で建てた住宅をリフォームしたい、空き家を

リフォームして利活用したいといったケースが

あるかと思いますが、市ではどのような若者向け

の支援策を整備しておられるでしょうか、お伺い

いたします。 

  続いて、地域のコミュニティーの充実について

です。 

  私が住む町内には小学生が２人しかいません。

恐らく市内のあちこちで同じような現象が進行

中であると思われます。私が育成部の現役のころ

は、子供たちと一緒に夏祭りの企画運営をして、

学区内のあちらこちらから夏祭りに人を呼び寄

せるイベントをして成功させることができるほ

どの小中学生がいました。やがて、その子供たち

が大きくなって育成部がなくなりかけたとき、こ

うなったら、これから夏祭りなどのイベントを育

成部任せにしないで、ＯＢたちで町内の行事を支
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えていこうと発想を転換して、新たな体制を構築

しました。それが功を奏して、私の町内は、２月

は雪祭りと称して落語会を楽しみ、４月はお花見

会、７月は夏祭り、９月は敬老芋煮会、12月は餅

つき会と年に５回の恒例行事を行いコミュニテ

ィーづくりをしています。 

  ある年の夏祭りのその当日に、町内のアパート

に若夫婦と小さな男の子の３人家族が引っ越し

てきました。すぐに声をかけて夏祭りを楽しんで

もらい、反省会では一緒にお酒を酌み交わしまし

た。以来、その家族はすっかり町内に打ち解け、

このまちが大好きとなり、できればこのまちに定

住したいとまで言ってくれるほどでした。残念な

がら転勤があり、今は県外に住んでいるのですが、

それでも夏祭りの日には里帰りをするかのよう

に毎年町内に来て、夏祭りのスタッフとして働い

てくれています。 

  私の町内の夏祭りのステージイベントには、い

ろいろな市内の団体に来て盛り上げていただい

ています。アイガールズ、ジャンバラヤズ、山大

花笠サークル四面楚歌、雀踊り衆毘龍など。 

  昨年の夏祭りでは、四面楚歌と雀踊りの２グル

ープに来ていただきまして、盛り上げていただき

まして、町内の人たちも大喜びでステージにくぎ

づけになっていました。あるおばあさんは、「き

のうまで暑くて暑くて元気なくしていだったけ

んどよ、皆さんの演技を見て元気いっぱいもらっ

た」と涙目で山大の女子学生とかたい握手をして

いました。山大の男子学生は演技の後、町内の会

館でたくさんの差し入れをもらい、スタッフと交

流する中で、「町内会っていいもんですね」と話

してくれました。 

  米沢には多くの学生が集まっており、さまざま

な活動を展開しています。雀踊り衆のように、学

生以外の若者や子供を巻き込んでいるグループ

もあります。このような団体、グループの若者た

ちは、活躍の場を求めています。しかしながら、

市民の側がその人たちとどう交渉したらよいか

わからず、町内会のイベントをどう盛り上げられ

るか悩んでいる現状が多いのではないでしょう

か。若者たちと地域が交流できる機会がふえると、

双方が元気になり、活性化します。学園都市・米

沢の特性を大いに生かすなどで地域コミュニテ

ィーを充実させることは、若者にとっての大きな

魅力につながります。若者と地域コミュニティー

が活発に交流できるための何らかの施策が必要

と考えますが、いかがでしょうか。 

  小項目の３は、子育て支援策のさらなる拡充と、

「子育て応援都市宣言」についてです。 

  当然のことながら、若者にとってそのまちの子

育て支援策がどれほど充実しているかという点

は、移住・定住の大きな判断材料となります。 

  昨年の９月議会において、合計特殊出生率2.81

を達成した岡山県奈義町のすぐれた子育て支援

策を紹介しながら、本市でも奈義町のように子育

て応援宣言をしてはどうかと質問しました。その

際、市長からは、ありがたい提案だと受けとめる。

しかし、子育て支援については、これでよしとす

るものではないと思っているという回答とあわ

せて、「今後、市民から構成される米沢市子ども・

子育て会議に諮るなどして議論を深め、「子育て

応援宣言」についても検討してまいりたい」との

回答がありました。 

  あれから５カ月が経過いたしました。新年度の

重点事業として、母子保健指導事業として不妊治

療費助成事業、個別接種事業として風疹ウイルス

抗体検査及び風疹ワクチン予防接種助成、すこや

かセンター管理事業としてプレイルーム木質

化・大型木製遊具設置が上げられており、本市の

子育て支援策はさらなる前進を遂げています。 

  課題は残しつつも、国が示す地域子育て支援事

業13事業の全てを実施しているなど、内外に発信

できる実績を積み上げてきているかと思います。

子育てするなら米沢市というようなイメージが

内外に大きく広がるよう、子育て応援都市宣言を

してはいかがでしょうか。改めて提案いたします。 
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  加えて、子育て支援策のさらなる拡充をという

ことで、市民の方から寄せられている３項目につ

いて質問いたします。 

  その１つは、インフルエンザ予防接種への助成

制度をつくってはどうかというものです。「イン

フルエンザの予防接種を兄弟で受けたところ、大

変な費用負担だった。職場の人に聞いたら、うち

の町では助成制度あるよと言われた。ぜひ米沢で

もやってもらいたい」というものです。ぜひ検討

願いたいと思います。 

  ２つ目は、学校給食の段階的無償化です。この

質問は過去３回も行いましたので、教育長の見解

は十分承っているところです。しかしながら、学

校現場のお話では、給食費が納められず何カ月も

滞納している家庭があると聞きます。子供の貧困

の問題は今や社会問題です。これまでの教育長の

回答は、「現段階においては、学校給食の段階的

無償化は考えていない」というものでしたが、せ

めてアプローチの段階まで進めることはできな

いでしょうか。ぜひ前向きに検討いただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

  ３つ目は、医療費無料化を高校３年生まで拡充

していただきたい件です。県内でも高校３年生ま

での無料化は徐々に広がっています。聞くところ

によりますと、高校生は病気やけがが少なく、財

政的負担がさほどでなく実施できているとのこ

とです。高校３年生までの医療費無料化拡充を提

案したします。 

  小項目の４は、郷土愛を育む豊かな教育環境の

充実と「米沢市文化基本条例」の制定についてで

す。 

  米沢の高校を卒業して大学進学で一度米沢から

転出した若者が米沢に戻るというモチベーショ

ンを醸成するのは、米沢が大好きという郷土愛、

愛着心であろうと思います。そして、それを育む

のはふだんからの家族や学校教育における実学

的な学びや体験です。しかしながら、家庭でも学

校でも仕事に追われ、時間的にも体力的にも余裕

がなくて、なかなかそこまで手が回らないという

実情があるのではないでしょうか。 

  特に、日々子供たちと接している教師の皆さん

は、子供たちに郷土愛を伝える以前に、本人自身

がまだまだ米沢のよさを実感できない、知らない、

学ぶ機会がない、このような実態もあるのではな

いでしょうか。 

  今、働き方改革が広がりつつあります。学校に

おいては、異常な長時間労働が横行して、過労や

精神的負担を感じている教職員が多い中、学校に

おける働き方改革は喫緊の課題です。教師自身が

米沢を学び、知り、体験し、郷土愛を我が物にし、

意欲的に子供たちに伝えることができるような

状況に教職員の労働環境を改善する必要があり

ます。お伺いします。現在、学校現場においては、

多忙過ぎる教職員の負担を軽減するために、どの

ような取り組みが進められているでしょうか。 

  高校卒業後、あるいは大学卒業後、米沢で働き

暮らそうとする若者にとって、ワーク・ライフ・

バランスが整う職場や地域であることも大事な

条件です。 

  ８時間労働で仕事を終え、その後の時間に自分

のやりたいスポーツや文化、芸術活動などに打ち

込める環境があればすてきです。若者のみならず、

多くの市民が趣味を持ち、日常的に文化芸術、ス

ポーツに触れたり取り組んだりしやすい環境の

整備が求められています。 

  米沢市文化基本条例の制定については、昨年の

12月議会でも取り上げました。ぜひ制定に取り組

む審議会をつくって検討に入っていただきたい

と提案させていただいたところです。 

  このたびの市政運営方針の中では、主要施策の

（２）郷土をつくる人材が育つ、教育と文化のま

ちづくりの章の中で、本市の文化の振興について

述べられております。また、重点事業として、第

４期米沢市教育・文化計画策定事業が新規事業で

上がっています。これを見ますと、米沢市教育・

文化計画検討委員会が設置され、２年の任期の中、
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平成33年度から向こう10年間の教育文化振興の

基本的な方向を示し、計画的な教育行政を推進す

るとあります。まさに、米沢市文化基本条例の意

義と重なり合うものです。 

  一昨年法改正となった文化芸術基本法にのっと

り、この機会に米沢市文化基本条例を制定するこ

とを第４期米沢市教育・文化計画策定事業に織り

込んではいかがでしょうか。お伺いいたします。 

  小項目の５は、障がい者に優しいまちづくりに

ついてです。 

  その土地で暮らす若者にとって、その土地が差

別や偏見、いじめや暴力などが存在しない、人が

大切にされる温かい雰囲気に包まれているとい

うことは、住みやすさ、暮らしやすさの一つの条

件であると言えるでしょう。 

  今回議案として、米沢市障がいのある人もない

人も共に生きるまちづくり条例の制定について

が上程されたこと、大変うれしく思っています。

障がい者関係団体の皆さんの長年の願い、思いが

形になり、条例を通して市民に浸透していくこと

を心から願うものです。 

  当然ながら、条例は制定がゴールではなくて、

制定後の事業開始と事業進行過程での評価測定、

改善・見直し作業といったフォローアップが重要

となります。そのためには、条例にかかわる政策

委員会といったフォローアップ体制の構築が必

要であると考えます。条例制定後、条例の理念を

実効あるものに仕上げていくための体制づくり

はどのように検討されているでしょうか。お伺い

します。 

  以上で、私の壇上の質問を終えます。 

○島軒純一議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、３番目の子育て支援策

のさらなる拡充と子育て応援都市宣言について

お答えいたします。 

  議員御提案の子育て応援都市宣言についてであ

りますが、宣言をするに当たって、行政のみなら

ず、市民や各団体、企業など、市全体で子育てを

応援するという機運の高まりの中で行うものだ

と考えております。また、子育て応援都市宣言を

する際に、本市が一歩でも二歩でも確実に子育て

支援に対して他市町村をリードして行うことが

望ましいと考えております。このような考え方の

中で、まず市役所内で子育ての意識を醸成してい

かなければならないと、このように考えておりま

す。 

  そのためにも、先般２月12日でありますけれど

も、職場でともに働く職員の働き方と生活の調和

を応援しながら、みずからも仕事と私生活を楽し

むイクボス宣言を行いました。市役所内での子育

て支援に対する取り組みについて前進させるこ

ととしたところでもあります。 

  また、市民の皆様からは、子育ての施策に関す

る事業への要望も多くあり、市としてはまだまだ

十分とは言えない状況ですので、今は行政も含め、

市全体が子育て支援に対する意識の醸成づくり

に、熟成づくりの時期と捉え、各種施策を展開し

てまいりたいと思います。 

  宣言につきましては、こうした見通しがついた

段階で考えていきたいと、このように考えておる

ところであります。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

  〔武発一郎地方創生参事登壇〕 

○武発一郎地方創生参事 私からは、（１）若者に

とって魅力のある米沢とは、やりがい、生きがい

を実感できる仕事や活動をつくることの中で、米

沢ブランド戦略に学生の地域活動を融合させて

いってはどうかという御質問に対してお答えい

たします。 

  ＴＥＡＭ ＮＥＸＴ ＹＯＮＥＺＡＷＡは、お

かげさまで11月から募集を開始いたしまして、今

２月末現在で応募が80団体になりました。これは、

米沢市の団体、個人、企業であれば、自分たちの

やっている挑戦と創造、それから米沢品質向上の

ための計画を書いていただければ登録すること



- 111 - 

は可能になっています。 

  米沢ブランド推進室でも、ここに至るまでワー

クショップなどで学生さんを対象に何度も意見

を聞きましたし、それから、山形大学のＥＤＧＥ

－ＮＥＸＴプログラムという、起業家を支援する

起業家育成のプログラムがあるんですけれども、

そことの連携を今までもやってまいりました。今

後そのＥＤＧＥ－ＮＥＸＴから起業されたスタ

ートアップの企業に対しても、ＴＥＡＭ ＮＥＸ

Ｔ ＹＯＮＥＺＡＷＡに加入していただけるよ

うに説明などをしております。 

  もちろんこういう企業だけでなく、議員がおっ

しゃったように、さまざまなこちらの学生さんが

やっていらっしゃるイベントへの関与ですとか、

あるいは学習の支援ですとか、そういった運動と

か活動もこの地域のブランド化、挑戦と創造の一

つに入ると思いますので、ぜひそういった団体の

方も加入していただいて、その80あるさまざまな

企業、団体との横のつながりの中でまた新しい米

沢の挑戦と創造が生まれていくと、もっともっと

すばらしいブランディングになっていくのでは

ないかなと思っております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 杉浦建設部長。 

  〔杉浦隆治建設部長登壇〕 

○杉浦隆治建設部長 私からは、（２）の快適な住

環境と地域コミュニティーの充実についてのう

ち、住宅環境向上を図るため実施している事業に

おける若者支援策はどのようなものがあるかに

ついて、お答えいたします。 

  まず、現在実施している住環境面での若者支援

策としましては、米沢市住宅リフォーム総合支援

事業と米沢市空き家利活用支援事業が挙げられ

ます。 

  御紹介させていただきますと、米沢市住宅リフ

ォーム総合支援事業につきましては、住宅環境の

改善、充実を図るため、山形県が定めた要件工事、

バリアフリー化や寒さ対策、耐震化対策などがあ

ります、を含むリフォーム工事を実施した場合、

その工事費の10％、上限20万円まで補助する仕組

みであります。その補助制度の中に、人口減少対

策へのかさ上げ枠を設け、新婚世帯や子育て世帯

などの条件に該当する世帯に対しては、工事費の

20％、上限額を30万円に加算し、若者世帯の住宅

環境向上を応援しております。 

  次に、もう一つの米沢市空き家利活用支援事業

につきましては、空き家の利活用と移住・定住人

口の増加を図るため、居住を目的に空き家を購入

した方に対し20万円まで補助するもので、用途区

域内加算や転入者加算措置を利用した場合には、

最大50万円を補助する仕組みとなっております

が、そこに新年度からは、子育て・若者世帯がこ

の制度を利用しやすいように、補助額や加算額の

拡充をする計画にしております。 

  今後も、快適な住環境の充実に向けて、特に子

育て・若者世帯の移住・定住が促進されるような

住宅施策について、さまざまな手法を検討してま

いります。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、（２）の②快

適な住環境と地域コミュニティーの充実につい

てのうち、学生や若者と地域コミュニティーがさ

らに活発に交流できるようにすべきとの御質問

にお答えします。 

  市内に住む多くの学生や若者の中には、さまざ

まな団体に所属し、活発に活動を行っている方が

多数いらっしゃいます。それらの団体の中には、

積極的に地域住民とかかわり、地域を元気にする

ような活動を行っているところもたくさんあり、

学生や若者の団体等が地域住民、地域コミュニテ

ィーと深くかかわり合いながらまちづくりに貢

献していただいているところであります。 

  本市としましては、そのような活動を広く市民

の皆さんに知っていただき、学生や若者と地域コ
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ミュニティーがますますつながっていくことを

期待いたしまして、昨年度になりますが、広報よ

ねざわの中で、「このまちを動かす学生の挑戦」

と題した特集記事を掲載いたしました。 

  その中では、４つの学生団体をピックアップし

まして、活動内容や市民の方がそこに参加する方

法などを紹介いたしました。また、学園都市推進

協議会で毎年開催しております地域と大学との

懇談会の中でも、これら学生の活動とその活躍ぶ

りを市民の皆さんに広く御紹介するとともに、き

ょうちょうど議員から御配付いただきましたが、

毎年その活動内容を新聞に掲載するなど、学園都

市・米沢を広く情報発信しているところでありま

す。 

  こうした取り組みなどによって、学生や若者の

積極的な活躍ぶりを広く市民に知っていただく

ことは重要であると認識しておりますし、今後も

さらに多くの皆様に認知していただき、議員お述

べのような学生や若者と地域コミュニティーが

出会い、交流を深める場がふえていくよう、より

よい周知の方法をさらに検討してまいりたいと

考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 初めに、子供のインフル

エンザ予防接種についてお答えいたします。 

  予防接種には、予防接種法に基づいて、市町村

が主体となって実施する定期接種と、希望者が各

自で受ける任意接種がございます。定期接種は、

人から人に伝染することによるその発生及び蔓

延を予防するため、またはかかった場合の症状の

程度が重篤になるおそれのあることから、その予

防を図る必要があるために行うＡ類疾病の予防

接種と、個人の発病、またはその重症化を防止す

ることを目的とするＢ類疾病の予防接種がござ

います。 

  費用負担については、Ａ類疾病は全額を市が費

用負担して実施しており、個人予防を目的とした

Ｂ類疾病は一部自己負担をいただき実施してお

ります。 

  一方、任意接種は法に基づくものではなく、各

自の判断により接種するかどうかを決める予防

接種であり、接種費用は自己負担としております。 

  県内自治体の一部において、子供のインフルエ

ンザの予防接種に助成しているところもあるこ

とは承知してございますが、インフルエンザを初

めロタウイルス、おたふく風邪などは現在定期接

種の対象外とされていることから、本市としまし

ては、各自の判断に基づく任意の予防接種費用に

ついて自己負担をお願いしているものでありま

す。 

  次に、高校３年生までの医療費の無償化につい

て、市単独で補助を行う場合でありますが、こち

らにつきましては、年間5,000万円から6,000万円

扶助費が増額となる見込みでおります。本市には、

16歳から18歳までの医療費に関する情報がない

ことから、現在の中学生の給付状況で試算した金

額であります。子育て支援医療給付事業全体は約

３億8,000万円の事業となりますので、現時点で

は難しいと考えております。 

  また、県内14の市町村で高校生まで対象を拡大

しており、県内において地域格差が生じている状

況にございます。このような状況について、県に

対しては、県内統一となるよう補助対象の拡大と、

県より当該事業を国の責任において実施するよ

う要請していただくように、米沢市重要事業とし

て県に強く要望してまいります。 

  次に、（５）障がい者に優しいまちづくりにつ

いてお答えいたします。 

  米沢市障がいのある人もない人も共に生きるま

ちづくり条例案は、障がいを理由とする差別をな

くすことにより、障がいのある人もない人もとも

に生きる社会の実現を目指しております。 

  この条例案は、４つの基本理念を掲げておりま

すが、条例制定後の事業の実施については、これ
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らの理念に基づいて行われているかどうかを意

識しながら評価を行い、フォローアップをしてい

かなければならないと考えております。 

  フォローアップの体制につきましては、障がい

者に関する施策の総合的かつ計画的な推進につ

いて、必要な事項を調査審議する役割を持つ米沢

市障がい者施策推進協議会において、事業の効果

測定に関する指標を定めながら事業の評価を行

ってまいります。 

  また、地域における障がい者等への支援体制に

関する課題について情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じ

た体制の整備について協議を行う米沢市地域自

立支援協議会において、地域の課題別に具体的議

論を深める専門支援部会の一つとして、権利擁護

部会を設置しておりますので、この部会において

事業の内容や見直しについて協議検討してまい

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、３点についてお答

えをいたします。 

  初めに、学校給食の段階的無償化の検討につい

て申し上げます。 

  小中学校における学校給食費の納入状況につき

ましては、例年、年度途中で滞納してしまう家庭

がありますが、各学校で家庭へ繰り返し声がけを

行っていること、また経済的負担が重いと認めら

れる保護者の現状を勘案し、要保護及び準要保護

世帯に対する給食費の補助を実施していること

から、年度末にはほとんどの家庭が納入を完了し

ております。 

  平成29年度末の滞納率は、小学校で0.11％、中

学校で0.02％となっています。現在、学校の統廃

合や長寿命化、さらにエアコンを初めとする施設

の整備など、さまざまな課題がございます。今後、

想定される財政的負担を勘案しますと、現段階に

おいては学校給食の段階的無償化に踏み切るこ

とは難しい状況でありますことを御理解いただ

きたいと思います。 

  続きまして、教員自身が郷土愛について学び、

米沢のよさを子供たちに伝えるための働き方改

革についてお答えいたします。 

  教育委員会としましても、教員自身が米沢を知

り、学び、体験することの重要性について認識し

ております。教育委員会における初任者研修では、

米沢の歴史や施設について学ぶ機会を持ってお

ります。 

  一方で、議員御指摘のとおり、教員の多忙化が

問題となっています。教員自身が米沢について学

び、郷土のよさを子供たちに伝えられるよう、児

童生徒と向き合う時間、教材研究の時間、教員の

専門性を高めるための研修の時間を十分確保し、

教員自身も日々の生活の質や教職人生を豊かに

し、みずからの人間性を高め、児童生徒に対して

効果的な教育活動を行うことが大切であると考

えております。 

  教員の働き方改革に当たりましては、各学校に

おいて、行事や会議、日常業務等の見直しを行っ

ています。教育委員会としましても、夏季休業中

の学校閉庁奨励日の設定や、会議・研修等の見直

しを行っています。今年度４月には、部活動のあ

り方について通知しており、週２日の休止日の設

定や活動時間の厳守等について、周知・徹底を図

っています。 

  また、今年度は、教員の事務負担を軽減し、児

童生徒への指導をより充実させるため、全小中学

校に校務支援システムを導入いたしました。名簿

情報、成績情報、指導情報を一元管理することに

より、事務効率が格段に上がっております。 

  人的配置の面では、国の事業により、今年度は

部活動指導員を中学校４校に１名ずつ、印刷業務

や授業準備の補助を行うスクールサポートスタ

ッフを小学校３校に１名ずつ配置しています。次

年度は、部活動指導員が全中学校に配置される予
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定であり、スクールサポートスタッフも増員の見

込みです。市としましても、教育相談員、適応指

導補助員、スクールソーシャルワーカー等を配置

し、課題を抱える児童生徒に対して、適切な支援

が行えるようにしております。 

  郷土愛の育成に当たっては、今後も教員自身が

米沢について学び、郷土のよさを子供たちに伝え

られるよう、研修や教材研究等の時間の確保に向

けて、教員の働き方改革を一層推進してまいりた

いと思います。 

  次に、米沢市文化基本条例の制定についてお答

えいたします。 

  新年度から取り組む第４期米沢市教育・文化計

画策定事業に、米沢市文化基本条例の策定を織り

込めないかとの御質問でございます。 

  まず、教育・文化計画は、教育委員会として、

学校教育、社会教育、スポーツ、文化等の振興に

資するための教育行政の基本的な方向性や施策

の体系を定める、いわば市の総合計画に当たる計

画であります。 

  教育委員会では、平成３年１月に策定した第１

期計画に始まり、これまで計画期間を10年間とし

て３期にわたって策定しており、第３期計画の終

期が平成32年度となっておりますので、このたび

第４期計画を策定するものであります。 

  このため、議員が御提案の文化基本条例の制定

等については、この教育・文化計画の芸術文化振

興施策の一つに位置づけられます。 

  新年度に設置予定の教育・文化計画検討委員会

では、教育分野それぞれの現状分析や課題の整理

等も行います。その中で、文化振興についても今

後の方向性も含め、多くの御意見をお聞きしなが

ら研究してまいります。教育・文化計画の策定の

議論の中で条例を制定すべきとなれば、計画に盛

り込んでいくことになるものと考えております。 

  なお、文化基本条例につきましては、平成30年

12月議会の議員の一般質問でもお答えしており

ますとおり、この条例の制定や地方文化芸術推進

基本計画の策定に当たりましては、施策の範囲が

文化芸術分野にとどまらず、観光やまちづくりな

ど幅広い分野が含まれます。文化芸術に関しまし

ても、芸術のほか、生活文化や伝統芸能、食文化、

文化財等、大変広範囲にわたることから、さまざ

まな方々から御意見をお聞きするとともに、本市

の特性を生かした条例や計画とするためには、十

分な時間をかけて協議を行う必要があるものと

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

います。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  先ほど壇上からの質問でも紹介させていただき

ましたが、山新ですね、１月11日の地域と大学と

の懇談会、その記事を皆さんに紹介しましたが、

若干見にくかったと思います、済みません、これ

はＡ３判より大きなサイズだったもんですから、

なかなかコピーで縮小をかけることができなく

て、新聞の記事を５つのピースに切り分けて、そ

れを５枚スキャンしてまたつなぎ合わせるとい

うそういう作業をしたものですから、ちょっと若

干文字が見にくいところがあったかと、済みませ

ん。初めにおわびいたします。 

  その地域と大学との懇談会の場で、「地域創生

―なせば成る「ひと育て」「まち育て」」という

演題で講演をされた東京農大の木村教授は、この

人はもともとは小樽市の職員でして、元祖スーパ

ー公務員と呼ばれている人ですね。今では一年中

全国を回って、自治体や地域、企業に触れて、す

ばらしい取り組みを数多く見ておられる方です

ので、講演の内容、要旨は載っていますけれども、

非常に説得力があるなと新聞で私は読ませてい

ただいたところです。 

  その講演の最後の部分をちょっと読んでみたい

と思います。「「地域創生」の鍵は、何といって

も「人材〈ひと〉」です。一連のストーリーがで
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きたら、それを実現させるリーダーは欠かせませ

ん。「できない」を「できる」に変える、掛け算

と成長志向の“増幅型のリーダー”に期待します。

大学進学、都会での就職など、多くの若者が古里

を離れて行く中で、「いずれは戻りたい」と思わ

せる愛着心をいかに育てるかが大事です。そのた

めには、大人がこれまでにも増して、地域の素晴

らしさや自分たちの使命を、小中学生や高校生に

話す、語り継ぐことが重要です。各世代が一緒に

なり、まちの強みを生かして取り組めば若者は必

ず戻ってきます。最後に私は、「まち育て」は「ひ

と育て」にあり―と申し上げたいと思います」と

いうものです。 

  これは大変共感できる話ですし、なるほどとう

なずける言葉もたくさん教えていただきました。

今回の私の質問の大項目を、若者にとって魅力あ

る米沢とはとしましたのは、この木村教授のメッ

セージをしっかり受けとめて政策に反映させて

いきたいとの思いでもありますし、同時に冒頭に

申し上げましたように、人口減少のテンポが加速

度的であり、特に18歳から24歳という若い世代の

流出が顕著で、このままでは米沢の未来をつくる

べき若い世代が激減していくばかりという強い

危機感からのものであります。 

  そこで、中川市長にお伺いいたします。私は、

この４年間での一般質問の中で、人口減少問題を

何とかしようとチャレンジしている幾つかの先

進事例を紹介してきました。１つは、高知県の尾

崎知事が牽引している高知県産業振興計画、そし

て、地域おこしの成功例として全国的に注目され

た島根県の隠岐群島にある海士町の事例、また昨

年９月議会で取り上げた岡山県奈義町での事例

です。 

  これらの首長の姿で共通しているのは、強い危

機意識と本気度を持ち合わせていることです。今

回、中川市長の市政運営方針を伺い、正直感じま

したのは、市長の危機意識と本気度はどのような

ものなのか、なかなか伝わってこないなというこ

とです。もちろん文章化されたものを読まれたわ

けですから、落ちついた語り口からそういう印象

につながったのかも知れませんが、改めて市長の

人口減少、特に若者がどんどん流出していくこと

への危機感と施策への本気度がどのようなもの

であるか、お伺いしたいと思います。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 人口減少に対しての若者流出の危

機意識、私もきのうからの代表質問等で当然その

ように各質問に対してお答えをさせていただい

ています。当然このまま我が国そのものが人口減

少していくから、米沢も当たり前だというそうい

う捉え方ではなくて、やっぱりいかにして若い人

たちがこの米沢に残っていただくかということ

に、しっかりといろんな面で取り組んでいかなけ

ればならない。 

  市政運営方針の中には、そういった危機感的な

ものが感じ取れなかったということのお話であ

りますけれども、確かにそれぞれの施策の中で、

どういう事業をやっていくかということの中で、

きのうも御指摘いただきましたように、やっぱり

そういった全体の新年度における当初の方針で

ありますので、やっぱり市民に対する生活向上と

か、こういった人口減少に対しての危機意識とい

うものはもっとしっかりと市民の皆様に、または

議会のほうにもお伝えすることが必要であった

のかなと。そこはしっかりと反省もしなければな

らないのかなと思っておるところです。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） では、続けてまたちょっ

とお伺いしますね。 

  先ほど紹介させていただいた東京農大の木村教

授の話の中に、「大人がこれまでにも増して、地

域の素晴らしさや自分たちの使命を小中学生や

高校生に話す、語り継ぐことが重要です。各世代

が一緒になり、まちの強みを生かして取り組めば、

若者は必ず戻ってきます。「まち育て」は「ひと

育て」にあり―と申し上げたい」という一文があ



- 116 - 

りました。この部分に私は大変共感するものです

が、市長はどうお受けとめになりましたか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 とにかく、若者がこのまちづくり

にどのように参画していただくかということは、

私も就任以来ずっと大切なことだというふうに

思っておりました。そういったことで、議員の方

にも御協力いただきながら、若い人たちでいろい

ろ政策的に研究していくヤングチャレンジにも

取り組んだところでもありますし、またここにパ

ネリストとして３名の学生がおいでになってい

ますけれども、この方々とも十分な面識を持って

おりまして、特に男性の大学生、高橋君は、これ

はきのうも申し上げました、渡米プロジェクトの

委員長であります。そういったことで、いろんな

学生さんを米沢にお連れしたりとかと、とにかく

頑張っていると。それぞれ全て申すとあれなので

言いませんけれども、本当に米沢が好きで、米沢

に就職したという方もおいでになりますし、また、

東京の大学に編入した学生さんもおいでになり

ます。この方も、将来はやっぱり米沢に戻ってき

たいという思いを持っている学生さんたちであ

ります。そういった方々と、先日もお話があった

わけでありましたけれども、若者と学生の懇談会

という中で、いろいろテーマを設けて議論もさせ

ていただいたところでもあります。 

  でありますので、やっぱり今後もっともっとこ

ういった若い人たちを正直言ってまちづくりに

どのようにかかわっていただくかということは、

もっともっと強力に推進をしていきたいとこの

ように思っておりますし、もう大事なことだと。

せっかく学園都市として３つの大学がここにあ

るわけでありますので、そういった思いを持った、

そして地域とかかわって、人々とかかわっていく、

そういった取り組みをもっともっと私は充実さ

せていきたいなと。これは私だけ行政側でできる

わけではありません。民間のいろんな団体でも一

緒に取り組んでいただいておりますので、そうい

ったこととも連携を強めながら取り組んでいき

たいと、このように考えております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 学校の忙しさの問題につ

いては、12月議会で高橋壽議員も取り上げまして、

その段階でまた学校でも進められていること、お

伺いしました。きょうも改めてお伺いして、一歩

ずつ前進しているのかなというふうな印象を持

ったところです。 

  私たち米沢市議会の中学校出前市議会の取り組

みで、一昨年朗読劇の脚本を担当することになっ

て、私が、米沢の誇りを語ろう条例をつくろうと

いう内容の作品を手がけました。その際、教育委

員会にお願いしまして、道徳郷土資料、これです

ね、ふるさと米沢の心という副教材をいただきま

して、小学生版、中学生版をじっくりと読ませて

いただき、脚本にも反映させたのですが、これは

なかなかすばらしい教材で、大人が読んでも十分

感動しますし、米沢を誇りに感じ、また好きにな

れる物語が小学生版で28編、中学生版で12編が掲

載されています。 

  中には、これは中学校の場合ですと、伊東昇廸

さんだとか、堀内忠亮さんだとか、伊東忠太さん、

雲井龍雄さん、それから明海上人、我妻榮さん、

九里とみさん、高橋里美さんという哲学者ですね、

桜井祐一さん、大沼哲さんといった方々、本当に

私も初めて知った方が多いんですが、本当にこん

なにすばらしい人が米沢から出ているんだなと

いうことを本当に実感できるすばらしい本だな

と思って読ませていただきました。 

  このことについてある先生に聞いてみたらば、

「今学校は忙し過ぎて授業の自主編成まで手が

回らず学習指導要領をこなすのが精いっぱい、だ

からこの本までには手が出せない」と言われてし

まいました。驚きました。米沢にはお宝がたくさ

んあるのに、市民がそれを知らな過ぎる、だから

ブラッシュアップもできないし、情報発信も下手、

その結果、市民が米沢には何もないと思い込んで
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いるとよく言われますが、この本などもその典型

的な例だなと思いました。 

  さて、米沢にはすばらしい四季の変化を醸し出

す自然と、歴史と伝統、文化と芸術、おいしい食

とそれを支える農業、ものづくりの実力などなど、

お宝が存分にあるけれども、伝え方が下手、だか

ら伝わらないという実情があるかと思います。 

  改めて木村教授のお話を紹介しますと、商店街

は商店街、農村は農村というように、部分個別的

にばらばらに動いていては効果が台なしです。行

政も経済団体も地域も全てが情報を共有し、役割

分担をしながらまち全体を元気にする、すなわち

全体として最もすぐれたパフォーマンスを発揮

できる全体最適の視点を大切にしてほしいと思

います。私はこの言葉を目にしたときに、おお、

まさに米沢では今ブランド戦略事業でこの全体

最適を実現させようとしているではないかとい

うふうにぴんと来たわけです。 

  そして、地域の大学の懇談会の中のトークセッ

ションで、今市長からも紹介されましたけれども、

特に大学生たちの発言を読み感動すると同時に、

学生による地域活動のエネルギーと米沢ブラン

ド戦略事業が融合したら、非常におもしろいこと

になるのではという考えに行きつき、先ほどの質

問に至りました。このことについて、参事からも

答弁をいただき、この取り組みから米沢の未来を

開拓できるし、若者にとって魅力のある米沢に近

づけていけるのではと今感じました。 

  このトークセッションの中での高橋君、先ほど

紹介されました。この人は出身は米沢です。現在

は東洋大３年生で、九里学園時代の学びから、東

京の学生を米沢に呼び込もうという活動をやる

ことを決意して、実際に月に何度も学生を連れて

ふるさとに帰ってくるという学生ですが、次のよ

うな発言が載っていますね。「僕は、米沢に対す

るイメージが変わりました。以前は「米沢牛」「上

杉鷹山ぐらいで……。でも今は、米沢の人がすご

くあったかくて、さまざまな活動を通じ、地元へ

の愛着が実感の伴うものになった。東京の学生と

こちらに来て、ふだん体験できないこと、トラク

ターを運転したり、雪囲いを手伝ったり、スノー

モービルに乗ったり、そうすることで東京のメン

バーも米沢に愛着を持ってくれる、一つの大きな

家族のような体験を、本当に楽しく積んでいま

す」。 

  この高橋君のみならず、栄養大を今年卒業する

遠藤さんも、昨年、米短から東京外大に編入した

佐藤さんも、実にエネルギッシュなすばらしい若

者です。学園都市・米沢の可能性を感ずるトーク

セッションだと思いました。 

  そこで、市長に学園都市に関する質問です。米

沢市まちづくり総合計画の本冊、この21ページに

は、皆さん手元に今通知されますので見てくださ

いね。将来像イメージとする大変ユニークな図表

がございます。将来像として、「ひとが輝き 創

造し続ける 学園都市・米沢」、そして、「学園

都市に集積された知識・技術・研究開発機能、人

材等を活かしたまちづくりの展開」とあり、この

図表の中の中心、コアの位置に学園都市がありま

す。 

  米沢市まちづくり総合計画の将来像イメージと

今回の市政運営方針を照らし合わせると、ちょっ

とした違和感を感じます。市政運営方針の市政運

営に当たっての基本的な考え方にも、平成31年度

の主要施策にも、新年度予算の概要にも結びにも、

学園都市というワードが一つもありません。将来

像イメージの最前面に打ち出されている理念で

ありワードなのに、市政運営方針では触れられて

いません。これはどういう理由によるものでしょ

うか。この質問は通告しておりますので、しっか

りとした答弁をいただけると思います。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 平成28年３月に策定しましたまち

づくり総合計画では、今髙橋議員から御指摘があ

ったとおりの方針を定めたところでありました。

新年度予算におきましても、学園都市にかかわる
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事業を積極的に展開する予定でございますし、先

ほど部長から答弁ありましたように、近年特に活

発化しております学生の地域活動につきまして

も、先ほど申し上げましたように、さらに力強く

支援をしていきたいと思っております。 

  ただ、ここに掲げておりますように、全ての米

沢市の産業なり取り組みが、ここの「ひとが輝き 

創造し続ける 学園都市・米沢」に集積されてい

るというふうに私は理解をしております。ですか

ら、そういった部分で学園都市が市政運営方針に

反映されていなかったということについては、全

てを網羅しているんでないかというふうには思

っておりましたけれども、ただその言葉がなかっ

たということに対してどうなんだということで

ありますので、やっぱり将来イメージとしてこの

学園都市を標榜しているわけでありますので、き

のうの話にもありましたように、こういった標榜、

目標像、将来像をイメージしている以上は、まず

冒頭やっぱりそういったものをしっかりと表現

すべきであったのかなと思っておるところであ

ります。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） きのうの相田克平議員の

質問にもありましたけれども、目的、目標、手段

というのがあって、目的をゴールとすれば、その

ゴールが何かといったときに、恐らく28年にこれ

が出発したときには、こういう将来像というもの

をゴールにしようというふうにつくったわけで

すから、これをやっぱり握って放さないというこ

とが大事なんでないのかなと思ったところです。 

  さて、その実践の成果をちょっとお伺いしたい

と思います。 

  全国的にも人口８万人程度の地方都市で、３つ

の大学を有しているというところは余りないと

聞きます。３大学合わせると、学生・教職員で約

4,000人も暮らしているのですから、一大勢力と

いうか、一大活力源だと思います。だから、この

若者パワーをまち育てに活用する視点が弱いこ

とはとってももったいないし、残念なことです。 

  それでは、通告しておりますのでお答えいただ

きますが、質問の内容は、総合計画の80ページに

あります項目になります。米沢市まちづくり総合

計画の本冊80ページにあります施策での取り組

みの進捗状況についてです。 

  学生が生活しやすいまちづくりの推進では、「行

政や地域活動等に学生の参画、参加を募り、学生

も住みやすい地域づくりを推進します」と、「学

生に対する地域情報の発信を充実させます」及び

「学生のニーズに対応した利便性の高い公共交

通機関整備を推進します」の３項目、山形大学工

学部、米沢栄養大学及び米沢女子短期大学の充実

では、「新しい価値を創造できる人材育成と、地

域課題や企業のニーズに対応した研究機関とし

ての機能充実を要請します」の１項目、大学との

交流や連携の促進では、「大学の知識や研究を活

用した小中高校教育や市民への公開講座等の取

り組みを促進します」とありますね。もう一点、

「大学での本市の行政概要等の講座を引き続き

開講するよう大学へ働きかけるとともに、セカン

ドホーム事業等を通じて市民と学生との交流を

促進します」の２項目、合わせて６項目について

の進捗状況、この学園都市に向けての取り組みが

本気かどうか、ぜひ教えてください。 

○島軒純一議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 ６項目ありますので、主

なものというようなことになりますが、お答え申

し上げたいと思います。 

  初めに、行政や地域活動等への学生の参加であ

ります。これはさまざま学生の、今までお話あり

ましたように、学生の活動というのは盛んになっ

てきておりますので、いろいろ応援しております。

きょうも昼間担当職員のところに学生がさまざ

ま相談に来ました。目に見える形としましては、

町なかに学生の活動の場、町なかベースというよ

うなところで市の補助金により設置をしたとい

うようなところでございます。 
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  次の学生に対する地域情報の発信につきまして

は、これは継続ではありますが、学生と地域を結

ぶコミュニティー誌として、「ザワワ」という名

前でありますが、これを定期的に発行をしており

ます。年４回ほど発行して、学生にお配りをして

いると。また、米沢においでいただいた新しい学

生の方々には、生活便利帳というようなものをつ

くって配付をしております。行政などがこういう

ものをつくって学生に配付しているというのは

非常に少ないと思います。学生、大学そのものや

大学の関係団体で配付、つくっているというもの

はほかの大学でもございますが、なかなか聞いた

ことがないというお話は聞いております。 

  続きまして、公共交通につきましては、特に大

学を回っているところが市街地循環バス、そして

南回り路線でございますが、こちらは継続という

ところで、なかなか路線の追加などまでは至って

いないというような、本数の追加までは至ってい

ないところでありますが、さまざま大学の、また

学生の事情なども今後お聞きしていきたいと思

っております。 

  そして、研究機関としての機能充実というとこ

ろで、山形大学工学部との産学官連携というよう

なところでは、御承知だと思いますが、さまざま

市内等の企業や行政とも連携をしておりますが、

新たに健康分野というところでは、栄養大学の力

は非常に最近おかりをしていると、連携を進めて

いるというようなところでございます。 

  あと、小中学校教育や市民への公開講座などに

つきましては、これは市民カレッジ、山大、そし

て米短、栄養大、おのおの毎年交代でという形に

なりますが、そのようなところを継続して開催し

ておりますし、子供たちを対象としたモバイルキ

ッズ・ケミラボについても継続して開催をしてい

ただいております 

  あと、大学における行政関係の講座、こちらの

ほうも市のほうで毎年両方の大学に行って講師

を務めさせていただいて、市の行政情報などにつ

いて学生さん、公開講座になりますので、市民の

方も入っておりますが、そのような講座を開催し

ていただいておりますし、セカンドホームにつき

ましても継続して行っているというような状況

でございます。 

  以上です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ありがとうございました。 

  今のさまざま項目の中で、やっぱり何といって

も公共交通問題ですね。特に、短大、栄養大、皆

さんの足の問題というのは非常に深刻で、何でこ

んな郊外にあるんだろうという感想をお持ちに

なっているみたいです、学生の皆さん。特に、地

域活動をやるときに、夜遅くなって、帰りは暗が

りの中を自転車や歩きで行かなければならない。

こういったことをカバーしていくような何か柔

軟な公共交通システム的なものは何とか工夫し

てこれから考えていただきたいと思いますね。 

  さて、改めて先ほどの地域と大学の懇談会での

トークセッションの発言、読ませていただきます。

コーディネーターの相田さんからの、真ん中辺で

すけれども、「今の自分に感じること、何が一番

変わったと思いますか」との質問に、栄養大学の

遠藤さんは、「地域活動が本当におもしろいと思

えることです。米沢栄養大学の学生は１学年40人

ですが、大学の枠を超えていろんな人と出会い、

前のめりになるぐらい積極的になったと思いま

す。自分に求められるものと、やり切ったときの

達成感、その人（相手）を信じて一緒にやってみ

ようというプラス思考の場面がふえています」。

この遠藤さんは、書いていますように天童市出身

ですけれども、春からは管理栄養士として米沢で

働くそうです。つまりは、米沢での生活や地域活

動が充実し、多くの出会いがあり、米沢を好きに

なることで、米沢出身者でなくても米沢で暮らし

てみようという決意をしてくれるということな

んですね。 

  私が運営にかかわっている子供食堂に参加して
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くれている男子学生は、さまざまな地域活動に参

加していく中でやはり米沢が大好きになり、米沢

に定住することを宣言してくれました。その彼が、

では工学部で学んだことを生かせる企業は米沢

にあるのかと調べてみたらば、仕事がないどころ

か製造業だけでも100以上もあってびっくりした

というんですね。その意味では、先ほど答弁いた

だきましたが、学生に対する情報の発信の中でも、

働く場所があるよと、すぐれた人材を求めている

事業所はあるんだということをしっかり伝えて

いくということも重要かと思います。 

  本年１月30日付の山形新聞に、日本総合研究所

上席主任研究員の藤波匠氏の講演の要旨が紹介

されていました。記事の見出しは大きく、「若者

所得高く 定着の鍵」とありまして、この講演会

は、最上県勢懇話会でのものです。一部その先生

の内容を紹介しますと、「山形県も18歳から26歳

を中心に転出超過状態になっている。ではどうす

ればいいのか。所得が低かったり、就きたい職業

がなかったりする状況を直していかなければな

らない。地方で暮らしている若者をいかに生かす

かという発想が大切で、活躍できる土壌をつくる

ために、ベンチャー企業やＮＰＯなどを起こす人

たちに出資するなど、地域全体で支援する仕組み

が求められる。それらは、地域住民の就労先にも

なる。大都市圏から人を引っ張ってくることだけ

に注力するのではなく、今地域にいる若者に配慮

し、彼らの所得を引き上げることを考えるべきだ。

就きたい仕事を生み出し、起業者をサポートする

姿勢が大事になる」というものでした。 

  ここで、武発参事に突然ですがお伺いいたしま

す。大学生がここで働きたいと思えるような、高

所得を得られるような米沢にしていくには、付加

価値率の高い仕事をふやしていく必要があって、

米沢ブランド戦略事業の目指すものとしてこの

課題にもＴＥＡＭ ＮＥＸＴ ＹＯＮＥＺＡＷ

Ａに結集している団体や企業がそれぞれ切磋琢

磨して挑戦していくことが想定されていると思

います。米沢に来られて２年間、客観的に米沢の

産業、商品、サービスに触れられたと思います。

もうすぐ任期を全うされて、仕事に区切りをつけ

ることになりますが、いかがでしょうか。参事は、

米沢が本来持つポテンシャルについての感想や

今後の発展の方向性やストーリーをどのように

描いてこられたか。先ほどの答弁と重なるところ

もあろうかと思いますが、こういう機会ですので、

ぜひ存分に語っていただけませんか。 

○島軒純一議長 武発地方創生参事。 

○武発一郎地方創生参事 私も任期終了後も米沢に

残ろうと思っておりますので、そのくらい魅力の

ある地域だと思います。それから、やはり今もう

いろいろなところで報告しているモードなんで

すけれども、やっぱりこういうブランディングを

やって80もそういういろいろな団体が集まると

いうのも、本当に米沢ならではの多彩な魅力と力

のある土地だというふうに思っています。 

  きのうからもその付加価値の高い産業の誘致み

たいな話があって、私がこれは本当に個人的な感

想になってしまいますけれども思いますのは、山

形大学がそのＥＤＧＥ－ＮＥＸＴという起業を

推進したりしていますけれども、起業というのは

かなりハードルが高い部分があります。それであ

れば、本当に山大の学生さんたちが例えばＴＥＡ

Ｍ ＮＥＸＴ ＹＯＮＥＺＡＷＡのいろんな企

業と話し合って、こういう企業を米沢に呼びたい

んだというのを実際に一緒に考えて、それこそ有

為会とかさまざまなここからの関係があるわけ

ですから、それを伝ってでも一つの自分たちが働

きたいそういった企業を呼ぶみたいなことがで

きれば、非常にすばらしい挑戦と創造になるんで

はないかなと思っています。 

  本当に個人的な意見で申しわけないですけれど

も、以上です。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 今の参事の最後の部分は、

木村教授も言っていますよね。企業誘致や企業支
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援を進める対象は、地元企業の声をよく聞き、ど

んな企業があれば最も助かるのかを考えます。一

番に優先し、大切にすべきは地元の企業ですとい

うようなことがあって、本当にどんなパートナー

を得るかということを自分たちで考えて呼んで

くるというような発想が大事だということは本

当にそうだなというふうに思いました。 

  さて、子育て応援都市宣言についてですが、市

長は昨年の９月にも大体同じようなことをおっ

しゃられて、まだまだ不十分だと。それを、市民

の要望を全部お伺いしながら十分な施策を打ち

立てた上で宣言に至るという順番ではないかと

いう話だと思うんですけれども、これ、健康福祉

部長でもいいですけれども、残る施策ですね、つ

まり子育て応援都市宣言をするにふさわしい施

策で残っているものってどんなのがあるんです

か。つまり、この後どういう施策を組んだらそう

いうふうに胸を張れるというふうに思えますか

ね。つまり、他市町ではやっているけれども、ま

だおくれていると思われているのは何かありま

すか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 まず、最初に私の頭の中

に浮かんできたのは、やはり屋内の遊戯施設とい

ったものが一番大きいのかなと感じているとこ

ろです。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 例えば、さっきのインフ

ルエンザの件ね。県内の一部でやっているぞとい

う認識はあるということでした。ちなみに、３市

５町の中ではどうですか。 

○島軒純一議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 置賜の３市５町の中では、

高畠、川西、小国、白鷹、飯豊、５町については

全て実施しておられるようです。あとは、南陽市

については中学の３年生のみということで、長井

市についても６カ月の方から中学３年生まで実

施していらっしゃるといったことのようです。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） では、この件については

市長に改めて伺いますけれども、その３市５町中、

５つの自治体でやっていると。南陽市は中学３年

生だけと。米沢は先ほど紹介しましたように、市

民のほうから「何で米沢だけやっていないんだ」

という声がかかった。私は、９月に申し上げまし

たが、結構子育てハンドブックなんかに載ってい

る施策って非常にすばらしいなと思っていたと

ころにその話だったもんで、そのぐらいなら解決

できるのではないかなとふっと思ったんですね。

一個一個階段を上るようにして施策を積んでい

くということが大事で、先ほど市長に人口問題に

ついての危機感のお話を伺ったのは、本当にそう

いった施策を本気になって積んでいくというこ

とをしてこそ、やっぱりその課題が解決するし、

若者が集まってくることにつながってくるので

はないかと思うんですよ。 

  だから、きのうから同じ議論になっていますけ

れども、財政が厳しいから、財源がないからでき

ないというようなことで終わってしまうと、一歩

も前に進まないという状況が全てに共通なのか

なと思っています。例えばインフルエンザの助成

というのは、多分ほとんどの自治体、１回につき

2,000円ぐらいですね、恐らく、金額的には。他

市町というか、そうだと思います。だから、これ

なんかは、本気になって実現しようと思ったら乗

り出せる施策ではないんですかね、市長、どうで

すか。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 全てにいろんな取り組みを取り組

んでいくということには、一つはやっぱり財源の

問題もこれは考えなければならないと思います。

そういった流れの中で、どのように今後その子育

て支援のあり方に取り組んでいくかと。これだけ

の問題ではないわけであります。例えば18歳まで

の医療費無料につきましても、これは山形県の市

長会でも国のほうにしっかりと取り組んで、県の
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補助も含めまして取り組んでほしいということ

を要望もしておるところであり、そういった流れ

の中で南陽、長井ともどもにまだ至っていないと

いう部分もあるのかなというふうに思っており

ますけれども、それはそれにしましても、一つ一

ついろんな子育て支援というのはあるというふ

うに思っておりますので、そういったものをやっ

ぱりしっかり取り組んでいくことによって、議員

おっしゃるような宣言ができるんでないかと思

っておるところでありますので、一つ一つ何から

取り組んでいくかということは健康福祉部のほ

うでしっかりと優先順位もつけながらやっぱり

取り組んでいかなければならないのかなと思っ

ております。 

○島軒純一議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 子育て支援の拡充という

ことで質問の通告をして、聞き取りもあったわけ

ですよね。そういうときに、例えばインフルエン

ザの助成についてはどうなんだというときに、本

当にこれはできるのかできないのかということ

を真剣にもんで、もちろん時間はないですからこ

の間ではね、今後でもいいんですが、そういった

ことを真剣にもんでいくという過程が非常に大

事かなと思うんですね。 

  そこで、リーダー論みたいになるんですが、さ

っきの木村教授が言っているのは、２回目になり

ますけれども、地方創生の鍵は何といっても人で

すね、一連のストーリーができたらそれを実現さ

せるリーダーも欠かせませんと。できないをでき

るに変える掛け算と成長志向の増幅型リーダー

に期待しますと書いています。まさに中川市長は

トップリーダーですので、こういう姿であってほ

しいなと私は思っているところです。 

  ちなみに、先ほどから紹介している道徳郷土資

料のこの本ですね。大河原教育長、初めにと、は

しがきのところですね。道徳郷土資料、ふるさと

米沢の心、中学生版は、米沢市にかかわりのある

12編の読み物を中学生向けに編集したものと書

いていますけれども、12編ではありません、13編

です。それで、多分最後に加わったのね、これね。

先生が原稿を書いた後に加わったかもしれませ

んよ、この話は。ずっと明治、大正、昭和の前期

の話なんだけれども、これだけ最近なんですね。 

  13番が、プロジェクトＹという話なんです。こ

れは、米沢で生まれたラップトップ型パソコンと

いうことで、ＮＥＣの話です。ＮＥＣの水戸部社

長とその当時社員だった柴田孝さんが登場する

というお話なんですよ。これは非常におもしろい

話で、後半だけちょっと読んでみますと、ＮＥＣ

はとにかくラップトップ型のパソコンを世界で

初めてつくったと。ところが、1989年に東芝がノ

ート型パソコンを発売すると、米沢ＮＥＣは本社

から３カ月で98ノートを開発するように命じら

れたと。ちょっとこの後読んでみますね、ドラマ

チックでなかなか。 

  「通常は一年かかる新製品の開発期間を三ヶ月

で行うという大きな目標を達成させるために、柴

田は「逆線表」というものを考え出しました。逆

線表とは、大目標を達成させるための、小目標を

いくつか決め、その目標の日まで何が何でも必ず

間に合わせるための表です。その頃は、百人にま

で増えていたプロジェクトのスタッフは、その表

を見ながら、なりふり構わず開発に取り組みまし

た。毎日のように決定の遅れや指示の遅れを指摘

し、問題が出たらみんなでアイディアを出し合い、

すばやく解決していきました。それまでに経験し

たことのない緊張感と危機感を持って臨んだこ

のプロジェクトは見事、目標の発売予定日に出荷

でき、何と十万台の大ヒットとなりました。三ヶ

月で製品化できたのは、ラップトップ型のパソコ

ンを作ったという技術の実績があったこと、逆線

表による新しい製造管理法、そして、明確な目標

に向かって「皆でやるべ」と全員が力を合わせた

ことにつきます。もちろん、「なせばなる」とい

う、米沢人のもっている信念と粘り強さも持ち合

わせていました。言葉を変えていえば、このプロ
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ジェクトは、米沢でなければ不可能だったと言え

るかもしれません。今も、米沢の地では新しい技

術と商品開発への挑戦が日々行われています］と

いう感動的な文章です。これは挑戦と創造につな

がりますね、この話。 

  私、これを読んで本当に感動もしましたけれど

も、やっぱりリーダーがいて、リーダーのもとに

集まっているこのスタッフ、このスタッフの皆さ

んは何て書かれているかというと、山大工学部出

身者、米工の出身者、長井工出身者の中で変わり

者と呼ばれた人ばっかりと書かれています。そう

いう人たちが100人集まって毎日切磋琢磨をして

この目標を達成したという話なんですよね。です

から、そういうことを行政も、我々もそうです、

それからこれからのＴＥＡＭ ＮＥＸＴ ＹＯ

ＮＥＺＡＷＡも、そういう人が本当に行動して、

行動すれば人に出会います、人に出会えば人がす

れ違って摩擦熱が起きますよ。その摩擦熱を自分

の体にため込んで生きる力、あすを開く力に変え

ていくというふうな、そういう関係性が大事だし、

手法が大事かと思いますが、最後に今の話を聞い

た感想でもいいです、中川市長にこれから本当に

市政運営、こうしていくという思いをもう一度改

めてお願いします。 

○島軒純一議長 中川市長。 

○中川 勝市長 やっぱりリーダーシップというの

は、どんな場面においても必要だと感じておりま

す。私も市役所をお預かりしている立場としまし

て、どのようにそれぞれの職員が能力を発揮でき

るか、きのうも相田議員から御指摘もいただきま

した。早速きょうの朝いろいろ部長とも話し合い

をしながら、やっぱりどのように、いろんな目標

があるわけでございます、分野分野において。例

えば健康長寿日本一をどうやっていく、御指摘い

ただいたように、学園都市づくりをどのように進

めていくと、そういったものをどのようにやっぱ

り、何ていうんでしょうか、そういう議会にも、

市民の皆様にもわかっていただく、そういったこ

とが全て地域、市民の皆さんの生活の向上にどう

つながっていくかということについては、やっぱ

りそういった目標を立てて、そしてその中でそれ

ぞれの部がありますので、部の中には課がありま

す、課の下には係があって、それぞれ目標を持っ

て、その年度の部の目標は何かということが市全

体のコンセプトとして目指す目標、市の目標をし

っかり取り組んでいくと。そのためにはやっぱり

それぞれのトップが、市長がリーダーシップを発

揮しながら、部内においては部長がリーダーシッ

プを発揮してということの取り組みをしっかり

と、やっぱりこれは結集していかないと無理だな

と思っておりましたので、今後そういったことも

含めて、私のリーダーシップもあわせて、そして、

部長、課長、係長のリーダーシップもそれぞれ目

標に合わせて築き上げていくような努力を今後

ともしてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

○島軒純一議長 以上で日本共産党市議団、８番髙

橋英夫議員の一般質問を終了し、暫時休憩いたし

ます。 

 

午後 ３時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時５８分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

  日程第２ 議案の付託 

 

○島軒純一議長 次に、日程第２、議案の付託であ

ります。 

  去る２月25日の本会議で上程されました議案26

件は、会議規則第37条第１項の規定により、配付
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しております議案付託表のとおり、それぞれ所管

の委員会に付託いたします。 

  各委員会は、会議日程により慎重審査の上、補

正予算は来る３月11日の本会議に、その他の議案

は来る３月22日の本会議にその結果を報告願い

ます。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  これにて散会いたします。 

 

  午後 ３時５９分 散  会 

 


